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厚生常任委員会 
 

平成２８年１２月９日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎宮﨑 和彦      ○小林  誠      中川 靖広 

小村 尚己       平川 理恵      濱 眞理子 

中西 議長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    副 町 長  池田     

総 務 部 長  植村 俊彦    健 康 福 祉 部 長   昭男  

福祉子ども課長  中原  潤    同 課 長 補 佐         上埜 幸弘    

長 寿 福 祉 課 長  西梶 浩司    同 課 長 補 佐         羽根田久枝 

同  係  長  明石 将樹    健 康 対 策 課 長  北  典子 

同 課 長 補 佐         東浦 寿也    生 活 環 境 部 長  乾  善亮  

国 保 医 療 課 長 補 佐  田口 昌孝    環境対策課長         栗本 公生    

同 課 長 補 佐         峯川 敏明    住 民 課 長  浦野 歩美 

 

３．会議の書記 

     議会事務局長         黒﨑 益範    同  係  長  大塚 美季 

 

４．審査事項 

     別紙のとおり 
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住民課長 

 

開会（午前９時００分） 

署名委員 小林委員、中川委員 

 

全委員出席されておりますので、これから、厚生常任委員会を開会さ

せていただきます。 

まず初めに、町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名いたします。 

会議録署名委員に、小林委員、中川委員のお２人を指名いたします。

お２人にはどうぞよろしくお願いいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元に配布しておりますとおり

でございます。 

初めに、１番目として、付託議案、（１）議案第４６号 斑鳩町印鑑

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

この議案につきましては、（３）の議案第５４号 斑鳩町手数料条例

の一部を改正する条例についてと関連いたしますので、一括議題といた

します。また、各課報告事項（１）の斑鳩町印鑑条例施行規則の一部を

改正する規則につきましても関連いたしますので、あわせて理事者の説

明を求めます。 浦野住民課長。 

 

それでは、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例につ

いて、議案書によりご説明申しあげます。 

議案書を朗読いたします。  

 

  （ 議案書朗読 ） 

 

本議案は、平成２９年２月に予定しております証明書等コンビニ交付

サービスの開始及び平成２９年６月末をもって請求者識別カード、いわ
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ゆるパゴちゃんカードによる証明書等の自動交付を廃止することに伴

い、所要の改正を行うものであります。 

末尾の要旨をもってご説明させていただきます。恐れ入りますが、末

尾の要旨をごらんいただけますでしょうか。 

１番、改正内容について、ご説明申しあげます。 

（１）証明書等コンビニ交付サービスの開始に伴う改正でございます。 

まず、１つ目の改正でございますが、現在、窓口において印鑑登録証

明書の交付を受ける際には、印鑑登録証を添えて申請する必要がありま

すが、印鑑登録者本人が証明書の交付を受けようとする場合に限り、印

鑑登録証を添えることにかえて、個人番号カードを提示して申請を行う

ことができる規定を設けるものでございます。これは、コンビニ交付サ

ービスが始まりますと、コンビニでは、マイナンバーカードがあれば印

鑑登録証明書をとることができますが、役場窓口では、印鑑登録証を添

えて申請すると規定しているため、マイナンバーカードのみを持参され

た場合、印鑑登録証明書を交付できないことから、改正するものです。 

２つ目の改正でございますが、コンビニエンスストア等に設置された

多機能端末機による印鑑登録証明書の自動交付に関する規定を新たに設

けるものでございます。 

これら、２つの改正につきましては、コンビニ交付サービス開始日の

平成２９年２月１日から施行いたします。 

（２）としまして、自動交付機の廃止に伴う改正であります。請求者

識別カード、いわゆる磁気を付したパゴちゃんカードによる印鑑登録証

明書の自動交付に関する規定を削除するものであります。こちらの改正

につきましては、平成２９年６月３０日をもって自動交付機を廃止しま

すことから、平成２９年７月１日から施行します。 

２番、経過措置でございますが、現在のパゴちゃんカードにつきまし

ては、自動交付機廃止後も印鑑登録証として引き続き使用するため、改

正前の規定により交付されている印鑑登録証は、改正後の規定により交

付された印鑑登録証とみなすこととします。 

なお、条例改正文、新旧対照表の説明は省略をさせていただきますの
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で、ご了承いただきますようお願いいたします。 

以上、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例について

の説明といたします。委員皆さまには、よろしくご審議を賜りまして、

原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

引き続きまして、付託議案（３）議案第５４号 斑鳩町手数料条例の

一部を改正する条例について、ご説明申しあげます。 

議案書を朗読いたします。    

 

（ 議案書朗読 ） 

 

こちらにつきましても、末尾の要旨をもってご説明させていただきま

す。恐れ入りますが、末尾の要旨をごらんいただけますでしょうか。 

先ほど、議案第４６号でご説明させていただきましたとおり、平成２

９年６月末をもって請求者識別カード、いわゆるパゴちゃんカードによ

る証明書等の自動交付を廃止することから、所要の改正を行うものであ

ります。施行期日は、平成２９年７月１日でございます。 

なお、条例改正文、新旧対照表の説明は省略をさせていただきますの

で、ご了承いただきますよう、お願いいたします。 

以上、議案第５４号 斑鳩町手数料条例の一部を改正する条例につい

ての説明といたします。委員皆さまには、よろしくご審議を賜りまして、

原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

引き続きまして、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条

例に関連しまして、各課報告事項（１）斑鳩町印鑑条例施行規則の一部

を改正する規則について、ご説明申しあげます。恐れ入りますが、資料

の２をごらんいただけますでしょうか。 

それでは、末尾の要旨をもって、ご説明させていただきます。本規則

は、斑鳩町印鑑条例の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うもので

あります。主な改正内容は、請求者識別カード、いわゆる磁気を付した

パゴちゃんカードによる証明書等の自動交付の廃止に伴います印鑑登録

証など印鑑登録申請に関する様式の改正でありまして、施行期日は、平
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成２９年７月１日ございます。 

なお、規則改正文、新旧対照表の説明は省略をさせていただきますの

で、ご了承いただきますよう、お願いいたします。 

以上、斑鳩町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則についての説明

といたします。 

以上でございます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 中川委員。 

 

個人番号カードを提示して申請を行うことができるっていうことなん

ですが、家族等のを代理で、このカードを持ってきたら、代理人が申請

して、いただけるいうことでいいんですかね。 

 

個人番号カードの場合は、マイナンバーカードについては身分証明書

ということでもありますので、本人以外の方が持つということは想定さ

れませんので、個人番号カードを窓口で提示されて印鑑登録証を取得さ

れる場合は、本人が申請される場合に限らせていただきます。なお、代

理の方が受けていただく場合には、これまでどおりパゴちゃんカードも

しくは印鑑登録証ですね、こちらを代理の方にお渡しいただいて、代理

で来られた方の本人確認をさせていただいた上で交付させていただきま

す。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 濱委員。 

 

コンビニで交付を受けるときっていうのは、本人確認っていうのは、

自動ですので、ないわけですね。 

 

コンビニで交付する場合は、暗証番号、４桁、数字４桁の暗証番号を

入れていただくことで本人確認を行わせていただきます。それは、今の

パゴちゃんカードによる自動交付機の場合と同じでございます。 
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ほか、ございませんか。よろしいですか・ 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例については、討

論の申し出があります。よって、これより討論を行います。 

初めに、本案を可決することに反対の委員の意見を求めます。 

濱委員。 

 

反対意見を申し述べます。 

マイナンバー制度については、従前より反対の立場を表明してまいり

ました。この条例改正については、さまざまな手続き上のものなど、必

要があるものと理解できますけれども、これに至るまでの背景について

は、異議がございます。マイナンバー制度の理解が進まない、住民の中

にまだ交付が順調に進んでいない、こういった状況の中で、個人情報の

聞きだしであったりとか、悪用を危惧させる事件が全国で相次いでおり

ます。 

証明書の発行は、休日でも役場窓口にて交付が受けられるなど、町と

してできるだけの対応をされることについては一定の評価をいたしてお

りますけども、コンビニでの交付については、不安を覚えるものでござ

います。早朝、深夜など、店員さんについても、アルバイト対応の店な

ども数多くあると聞いております。不特定多数の人が自由に出入できる

状況は、個人情報に関して、役場や公民館などに比べ、格段にリスクが

高いものと思われます。 

マイナンバー制度に不安をお持ちの住民の方は多く、交付について保

留をしている、こういった方も数多くいらっしゃると聞いております。

そういった多くの住民の代表として、この条例に対して、黙って賛成す

るわけにはまいりません。もって、この案に対しては反対することを表
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明し、意見といたします。以上です。 

 

次に、本案を可決することに賛成の委員の意見を求めます。 

小林委員。 

 

それでは、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条例につ

いて、賛成の意見を述べさせていただきます。 

このたび本条例の改正は、証明書等コンビニ交付サービスの開始及び

請求者識別カード、パゴちゃんカードによる証明書等の自動交付を廃止

することに伴い、所要の改正が行われるものであります。 

現在の自動交付機につきましては、後続機種の開発予定がないため、

部品供給の最終期限である平成２９年６月末をもって廃止されますが、

これに先行いたしまして開始されます証明書等コンビニ交付サービス

は、マイナンバーカードを利用して、全国的に導入が進められているも

のであり、住民の皆さんにとって、役場に出向くことなく、自宅や職場

など最寄りのコンビニエンスストアで、住民票など各種証明書の交付を

受けられるサービスであるとともに、現在の自動交付機では取得できな

い戸籍証明書についても取得できるなど、住民サービスのさらなる向上

につながるものであります。 

反対者がおっしゃるように、利便性の向上に伴うリスクについてはで

すね、利用者に十分注意をしていただきながら、利用していただきたい

と思います。 

以上のことから、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部を改正する条

例については賛成するものであります。委員の皆さまのご賛同、よろし

くお願いをいたします。 

 

これをもって、討論を終結いたします。 

本案については、賛否両論であります。よって、これより採決を行い

ます。 

本案を原案どおり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 
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（ 挙手する者あり ） 

 

挙手多数であります。よって、議案第４６号 斑鳩町印鑑条例の一部

を改正する条例については、当委員会として、賛成多数で可決すべきも

のと決しました。 

続いてお諮りいたします。議案第５４号 斑鳩町手数料条例の一部を

改正する条例については、当委員会として、原案どおり可決することに

ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第５４号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（２）議案第５３号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 乾生活環境部長。 

 

それでは、議案第５３号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

まず、議案書の末尾の要旨をごらんいただけますでしょうか。要旨を

もちまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を講ずるため日台民

間租税取決めが締結されたことを受けまして、所得税法等の一部を改正

する法律によりまして外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税に関する法律が一部改正されまして、平成２９年１月１日
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から施行されることに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

主な改正内容でございますが、特例適用利子等または特例適用配当等

を有する者に対しまして、町民税において分離課税されることとなった

当該特例適用利子等の額または特例適用配当等の額を、国民健康保険税

の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものといた

します。 

具体的には、これらの利子や配当にかかる所得については、これまで

は特別徴収されておりましたが、この日台民間租税取決めによりまして

特別徴収できなくなる場合に、納税義務者の申告に基づいて分離課税さ

れることになりました。この所得につきまして、国民健康保険税の所得

割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものというもので

ございます。 

施行期日は、平成２９年１月１日から施行することといたしまして、

国民健康保険税につきましては、平成３０年度の課税分から反映される

ことになります。 

適用区分といたしましては、改正後の条例付則第１０項及び第１１項

の規定は、この条例の施行日以後に支払いを受ける特例適用利子等また

は特例適用配当等について適用をいたします。 

なお、条例改正文、新旧対照表の説明につきましては、省略をさせて

いただきます。 

以上で、議案第５３号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜り

まして、原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願いをいたしま

す。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 中川委員。 

 

この改正をされたときに、対象となる人の人数と、斑鳩町のこの国民

健康保険税の影響額って、大体どれぐらいになるねやろ。 
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これにつきましては、今現在もこういう方があるかどうかっていう状

況もつかめておりません。といいますのは、先ほど申しあげましたよう

に、特別徴収ということで、もうその時点で、所得も、住民税も引かれ

ておりますので、町のほうには、その情報が来ておりません。ですから、

ちょっと今の状況もわかりませんし、これから何件あるのか、こういう

方おられるのかということも、ちょっと今の状況では把握できませんが、

当然、確定申告、分離課税で確定申告されますので、その時点では、そ

の情報は町のほうに来ますので、その時点では何件っていうのはわかっ

てまいりますけども、今現在の時点で、どのぐらいの件数、どのぐらい

の金額というのはちょっとつかめておりませんので、よろしくお願いし

ます。 

 

ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

すみません、ちょっと基本的なところがよくわかっていないんですけ

れども、外国に住んでおられる方の所得に対するいうことですけど、こ

れは、外国に住んでいるけれども日本の勤め先からの所得があるってい

うようなことなんでしょうか。ちょっとその辺がよくわからないんです

けど。 

 

これは、日本と台湾の関係でございます。日本人であれ、台湾人であ

れ、外国の方であれですね、日本に居住されている方が、この台湾の、

向こうの、例えば証券会社とか、銀行ですね、その取り引きのある方、

そういう方が、日本に住んでおられる方でね、だから、日本人であれ、

外国人であれ、関係ないんですけども、日本に住んでおられる方が、そ

ういう台湾の関係の事業者の利子あるいは配当を受けられたときに税金

がかかるということでございますので、ほかの外国の方というよりも、

日本に居住されている方ということでございます。日本に居住されてい

る日本人、外国人ということです。だから、台湾の方とか、日本人とか、

そういう限定じゃなしに、日本に居住されている方ということでござい
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

長寿福祉

課長 

 

 

 

 

 

長寿福祉

課長 

 

 

ます。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第５３号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（４）議案第５６号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 西梶長寿福祉課長。 

 

それでは、議案第５６号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、

ご説明させていただきます。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 

 

  （ 議案書朗読 ） 

 

それでは、本条例の内容について、ご説明いたします。 

なお、条例本文の朗読につきましては省略をさせていただき、議案書

末尾の要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、ご

了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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恐れ入りますが、議案書の末尾の要旨をごらんいただけるでしょうか。

議案第５６号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について（要旨）でござ

います。 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）により、介護保険法

が改正され、指定地域密着型通所介護が指定地域密着型サービスとして

位置づけられたことにより、県が指定を行っていた通所介護のうち、小

規模な通所事業所について町が指定を行うこととなったことから、所要

の改正を行うものであります。 

主な改正内容であります。条例の改正に当たりましては、国が定める

基準省令と同様の基準としております。 

まず、（１）指定地域密着型通所介護事業の基準の追加であります。

基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準を、

第５９条の２から５９条の２０で定めております。 

次に、（２）指定療養通所介護の事業基準の追加であります。指定療

養通所介護は、（１）の指定地域密着型通所介護で、難病等を有する重

度要介護者またはがん末期の者を対象とした通所介護であり、趣旨及び

基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準を、

第５９条の２１から第５９条の３８まで、基準の追加をしております。 

次に、（３）認知症対応型通所介護事業者による運営会議の設置の義

務化（第８０条の改正規定）であります。認知症対応型通所介護事業者

は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町

村の職員または地域包括支援センター職員、知見を有する者等で構成さ

れる協議会を設置し、おおむね６月に１回以上、運営会議に対し活動状

況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を

設けなければならない。また、その記録を作成し、当該記録を公表しな

ければならないとなっています。 

次に、（４）その他でありますが、介護保険法の改正に伴い、同法を

引用する条項について整理等を行っております。 
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委員長 

 

 

平川委員 

 

 

長寿福祉

課長 

 

 

 

 

 

 

平川委員 

 

 

長寿福祉

課長 

 

 

平川委員 

 

最後に、施行日でございますが、平成２９年１月１日に施行いたしま

す。 

以上、議案第５６号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての説明

とさせていただきます。何とぞよろしくご審議いただきまして、原案ど

おり可決いただきますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。よろしいですか。 

平川委員。 

 

この条例の対象になる事業所っていうのは、町内には何か所あるんで

しょうか。 

 

指定地域密着型通所介護事業所でございますが、デイサービス第二慈

母園、ロハスの森、ロハスの歩の３事業所があります。それと、指定療

養通所介護につきましては、第二慈母園が認知症対応型通所介護事業所

の指定を受けておりますが、現在、休止をされているところでございま

す。 

認知症対応型通所介護事業所につきましては、今、斑鳩町にはござい

ません。 

 

運営会議を開いて、その記録を公表しなければならないってあるんで

すけれども、この公表の方法っていうのはどういうふうに。 

 

公表の方法につきましては定めておりませんけども、考えられること

は、その事業所のホームページまたは事業所に来られたときにそういっ

たものを見ることができるようにするのが考えられます。 

 

この基準については、基本的には、今まで県で定められていた内容と

ほとんど変わらないと考えていいんでしょうかね。 
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長寿福祉

課長 

 

 

平川委員 

 

 

委員長 

 

健康福祉

部長 

 

 

 

 

委員長 

 

濱委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

長寿福祉

課長 

濱委員 

 

 

そのとおりです。今までは、国の定める基準省令によって県が指定を

しておりました。今は、同じ基準をそのまま条例に当てはめまして、斑

鳩町が指定していくという形になります。 

 

あともう１点、その運営会議を開くことによって、どういう効果とい

うかを見込まれるものなんでしょうか。 

 

 

 

運営会議をすることによって、さまざまな立場の方からご意見をいた

だくことになります。そのご意見を反映させながら、その事業所が、サ

ービスの内容であったり、事業所そのものであったり、そういったもの

を評価し、みずからより一層サービスを向上すると、そういった観点か

ら設けられたものでございます。 

 

よろしいですか。ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

すみません、この新旧対照表のところに、基本方針ですか、こういっ

たところがずっと新規に数ページにわたって、追加というか、入ってい

ますけども、こういった基準というのは、今まで県で行っていたものの

内容を町のほうに移したということで、旧のところにはないけど新のと

ころにはあがっているという理解でいいんでしょうか。 

 

西梶長寿福祉課長。 

 

はい、そのとおりでございます。 

 

ちょっと全部見切っていないんですけれども、反対に削除というよう

なところでは、６７条のあたりとかを削除されている分っていうのは。
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委員長 

 

健康福祉

部長 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

長寿福祉

課長 

 

 

反対に削除されていることについて、ちょっと説明していただきたいで

す。 

 

 

 

文言等の整理の中で上のほうに入れ込まれたということで、その部分

については削除されて、その上の部分に入ったということでご理解いた

だければ。 

 

ほか、よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結します。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第５６号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（５）議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 西梶長寿福祉課長。 

 

 議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、

ご説明させていただきます。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 
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長寿福祉

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、本条例の内容について、ご説明いたします。 

なお、条例本文の朗読につきましては省略をさせていただき、議案書

末尾の要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、ご

了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、議案書の末尾の要旨をごらんいただけるでしょうか。

議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について（要旨）

でございます。 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）により介護保険法が

改正され、指定介護予防認知症対応型通所介護の基準が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行うものであります。 

主な改正内容であります。 

初めに、（１）指定介護予防認知症対応型通所介護事業者による運営

推進会議の設置の義務化（第３９条の改正規定）であります。先ほど説

明させていただきました議案第５６号の運営推進会議の設置と同様の内

容となっております 

次に、（２）その他でありますが、介護保険法の改正に伴い、同法を

引用する条項について整理を行っております。 

最後に、施行期日でありますが、平成２９年１月１日に施行いたしま

す。 

以上、議案第５７号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につい

ての説明とさせていただきます。何とぞよろしく審議いただきまして、

原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 小林委員。 
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小林委員 

 

 

 

 

委員長 

 

副町長 

 

 

小林委員 

 

 

副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

平川委員 

 

ほかの運営協議とか、運営推進会議とかがですね、２、３か月に１回

なのに対して、こちらはおおむね６か月に１回以上の運営推進会議を開

くってありますけれど、その、６か月に１回とか、２か月とか３か月に

１回の違いっていうのか、それは何なんですかね。 

 

池田副町長。 

 

２か月に１回、３か月に１回いうのは、どの運営協議会といって、町

の関係でいっておられる協議会でしょうか。 

 

地域密着型サービスとかそういうやつは２か月に１回程度会議を開く

とか、そういうようになっていると思うんですけれども。 

 

先ほども６か月に１回、それで今回のこの介護予防サービス事業につ

いても６か月に１回ですけども。これにつきましても、当初、介護保険

法制定以後、平成１２年の介護保険法制定以後、こういう事業所につい

ては、やはり会社ですので、一般企業ですので、一般企業のその運営に

ついて、やはり１年、いわゆる１年に２回程度運営協議会を開いて、そ

れを皆ですると。ただ、日常の定例会議、それはもう。これは第三者の、

当前、会議ですわね、審査会ですので。それで、各施設の運営上の会議

は、月１回とか、週１回とか必ず、これはもう、恐らく毎日やっておら

れると思います。その方の程度がございますので。しかし、これはもう

あくまでも、このデイサービスのその運営のあり方について協議する場

ですので、せめて１年に２回はしなさいよと、そういう会議になってお

りますので。 

 

ほか、ございませんか。 平川委員。 

 

ちょっと基本的なことなんですけど、先ほどのものについては、これ
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委員長 

 

長寿福祉

課長 

 

平川委員 

 

委員長 

 

健康福祉

部長 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

まで国が基準を定めたものを町が新たに移行されるっていうことなんで

すけど、これについては以前から町のほうで所管していた部分で、この

運営会議のみを新たに追加するっていうことでよろしいんでしょうか。 

 

西梶長寿福祉課長。 

 

はい、そうです。運営推進会議を新たに設置を条例化させていただい

たところでございます。 

 

あともう１点、ここの適用する施設は、町内何か所あるんでしょうか。 

 

 

 

ございません。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第５７号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（６）議案第５９号 平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 乾生活環境部長。 
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生活環境

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案第５９号 平成２８年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本補正予算につきましては、退職被保険者に係る療養給付費及び高額

療養費が当初見積もりを上回ることに伴うもの及び人事院勧告に伴う給

与改定及び人事異動等による人件費の補正をお願いするものでございま

す。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８２０万８，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４０億６，６８０万

３，０００円とする補正予算でございます。 

それでは、補正予算書によりまして、ご説明を申しあげます。 

補正予算書の５ページをお開きをいただきたいと思います。初めに、

歳入予算の補正についてでございます。 

第３款 療養給付費等交付金、第１項 療養給付費等交付金、第１目 

療養給付費等交付金で、退職被保険者に係る療養給付費及び高額療養費

が当初見積もりを上回ることに伴いまして７４１万５，０００円の増額

補正をお願いするものでございます。 

次に、第８款 繰入金、第１項 他会計繰入金、第１目 一般会計繰

入金で、人事院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補正

として、職員給与費等繰入金７９万３，０００円の増額補正をお願いす

るものでございます。 

続きまして、補正予算書の６ページでございます。歳出予算の補正に

ついてでございます。 

第１款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費で、人事

院勧告に伴う給与改定及び人事異動等による人件費の補正として３００

万４，０００円の増額補正を、第２項 徴税費、第１目 賦課徴収費で、

同じく人件費の補正といたしまして２２１万１，０００円の減額補正を



 - 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境

部長 
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濱委員 

 

 

 

 

生活環境

部長 

 

お願いするものであります。 

次に、７ページでございます。第２款 保険給付費では、歳入で申し

あげました退職被保険者に係ります療養給付費及び高額療養費が当初見

積もりを上回ることから、第１項 療養諸費、第２目 退職被保険者等

療養給付費で７４３万８，０００円、第２項 高額療養費、第２目 退

職被保険者等高額療養費では７８万５，０００円の増額補正をそれぞれ

お願いするものでございます。 

次に、予算書の８ページでございます。第１１款 予備費、第１項 予

備費、第１目 予備費では、今回の予算補正に要する財源として８０万

８，０００円の充当をお願いするものでございます。 

それでは、１ページにお戻りをいただきたいと思います。１ページの

予算総則を朗読をさせていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

以上をもちまして、議案第５９号 平成２８年度斑鳩町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）につきましての説明とさせていただき

ます。よろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよう、

よろしくお願いを申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 濱委員。 

 

すみません、ちょっと勉強不足で、教えていただきたいんですけど、

私も社会保険から国民健康保険にかわってきたものですけども、退職者

という保険証いただいていますけど、これの退職の日から、どういうと

ころまでというか、適用されるんですか。 

 

これにつきましては６５歳までということになりますので、６５歳に

なりましたら、一般の被保険者になるということでございます。 

移っていただいても、中身というのか、制度そのものは変わりません
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ので。財源がかわるということだけですので、本人さんにとっては、被

保険者にとっては、何ら変わりはございませんので。 

 

じゃあ、年齢だけですか、その規定というのは。内容とかいうのは、

もう何にも関係ないですか。 

 

年齢によってかわるということですけども、先ほど言いましたように、

被保険者の方には全く影響ございません。これは財源が、要するに退職

してすぐの方は、国保の財政が圧迫されるということで、社会保障診療

報酬支払基金からその財源をいただくということになっておりますの

で、一般の方は、当然、国や県の補助金もありますけれども、退職の方

については、もう全額、その社会保険診療報酬支払基金のほうからいた

だけるということで、内容についてはそういうことでございまして、被

保険者の方については変わらないということでございます。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第５９号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（７）議案第６１号 平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 西梶長寿福祉課長。 
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議案第６１号 平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、ご説明させていただきます。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

今回の補正の主な内容につきましては、人事院勧告に伴う給与改定及

び人事異動等による人件費の予算補正と、それに伴う一般会計からの繰

入金の予算補正に関するものであり、保険事業勘定の歳入歳出予算の総

額に、歳入歳出それぞれ４０万５，０００円を追加し、歳入歳出それぞ

れ２４億４，２８９万８，０００円とするものであります。 

それでは、恐れ入りますが、補正予算書の７ページをお開きください。 

初めに、歳入予算の補正についてであります。 

第８款 繰入金、第１項 一般会計繰入金では、人事院勧告に伴う給

与改定及び人事異動等による人件費として、第３目 地域支援事業費繰

入金（包括的支援事業・任意事業）で１５２万６，０００円の減額、第

４目 その他一般会計繰入金で１９３万１，０００円の増額補正をお願

いするものであります。 

続きまして８ページをごらんください。 

歳出予算の補正についてであります。 

第１款 総務費では、歳入で申しあげましたとおり、人事院勧告に伴

う給与改定及び人事異動等による人件費として、第１項 総務管理費、

第１目 一般管理費で１９３万１，０００円の増額補正をお願いするも

のであります。 

次に、同様の理由により、第４款 地域支援事業費、第２項 包括的

支援事業・任意事業費、第１目 包括的支援事業・任意事業費で４万円

の増額、第５目 介護予防ケアマネジメント事業費で３１７万３，００

０円の増額、第７目 権利擁護事業費で６０万７，０００円の減額、第

８目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費で４１３万２，００
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０円の減額補正をお願いするものであります。 

恐れ入りますが、１ページにお戻りいただけるでしょうか。 

予算総則書を朗読いたします。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

以上、議案第６１号 平成２８年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）についてのご説明とさせていただきます。何とぞよろし

くご審議いただきまして、原案どおり可決いただきますよう、お願い申

しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第６１号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、（８）議案第６２号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 乾生活環境部長。 

 

それでは、議案第６２号 平成２８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 
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（ 議案書朗読 ） 

 

この本補正予算につきましては、事務費が当初見積もりを上回ること

に伴うものと、保険料の還付に伴う広域連合からの保険料還付金の増額

補正をお願いするものでございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ４１万６，０００円を追加し、歳入歳出の総額を、歳入歳出そ

れぞれ３億８，３３０万１，０００円とする補正でございます。 

それでは、補正予算書に基づきまして、説明を申しあげます。 

補正予算書の５ページをお開きいただきたいと思います。 

まず初めに、歳入予算の補正についてでございます。 

第４款 繰入金、第１項 他会計繰入金、第１目 一般会計繰入金で、

事務費が当初見積もりを上回ることから、６万６，０００円の増額補正

をお願いするものでございます。 

次に、第６款 諸収入、第２項 償還金及び還付加算金、第１目 保

険料還付金で、保険料還付に伴います広域連合からの保険料還付金３５

万円の増額補正をお願いするものでございます。 

続きまして、補正予算書の６ページでございます。 

歳出予算の補正についてでございます。 

第１款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費で、被保

険者証発送に係る経費が当初見積もりを上回ることから６万６，０００

円の増額補正をお願いするものでございます。 

次に、第３款 諸支出金、第１項 償還金及び還付加算金、第１目 保

険料還付金及び還付加算金で、保険料還付金において不足が生じること

から３５万円の増額補正をお願いするものでございます 

それでは、予算書の１ページにお戻りをいただきたいと思います。 

１ページの予算総則を朗読させていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 
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議会事務

以上で、議案第６２号 平成２８年度 斑鳩町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）につきましての説明とさせていただきます。よろ

しくご審議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよう、よろしく

お願いを申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については、当委員会として、原案どおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、議案第６２号については、当委員会と

して、満場一致で可決すべきものと決しました。 

次に、９番目の陳情第５号 「家族の会」は、介護保険制度の給付抑

制・負担増案に反対しています 認知症の本人・介護家族の取り組みに

ご理解とご支援を！についてを議題といたします。 

事務局長の説明を求めます。 黒﨑議会事務局長。 

 

それでは、陳情第５号 「家族の会」は、介護保険制度の給付抑制・

負担増案に反対しています 認知症の本人・介護家族の取り組みにご理

解とご支援を！について、ご説明を申しあげます。 

まず、陳情文書表を朗読いたします。 

 

  （ 陳情文書表朗読 ） 

 

２枚目に要旨をつけておりますが、要旨の朗読につきましては省略を



 - 26 - 

局長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

小林委員 

 

 

 

委員長 

 

議会事務
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小林委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

長寿福祉

課長 

させていただきます。 

陳情の趣旨は、介護保険制度の後退によって認知症の人と家族が置か

れている困難な現状に理解を賜り、それぞれの立場から、介護保険制度

を後退させないための声を上げることを求めるものでございます。 

以上、簡単でございますが、ご説明とさせていただきます。 

 

説明が終わりましたので、委員会皆様のご意見をお聞きしたいと思い

ます。 

順番に言っていただきましょうか。 小林委員。 

 

ちょっと２点、ちょっと確認させていただきたいんですけど、これの

陳情に関しまして、近隣の市町村、どういう対応されているのか、お伺

いしたいと思います。 

 

黒﨑議会事務局長。 

 

近隣の７町の状況について確認をさせていただいておりますが、斑鳩

町を除きまして、斑鳩町以外の６町には提出はされていないというふう

な状況でございます。 

 

すみません、理事者側にお聞きしたいのはですね、オレンジプラン、

国のほうで計画されましたけれども、それに伴う認知症ケアパスが最近

公表されましたけれども、そこの中でですね、相談窓口に家族の会とい

うのがございましたけれども、その家族の会と、ここの、認知症の人と

家族の会というのは同じなんですかね。ちょっと確認を。 

 

西梶長寿福祉課長。 

 

ここの家族の会に入ってはるかどうかはちょっと把握しておりませ

ん。 



 - 27 - 

 

委員長 
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小村委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

平川委員 

 

 

それでは、ちょっと１人ずつ意見聞きたいと思いますので、小林委員

のほうから、陳情書について。 小林委員。 

 

今回、認知症の人と家族の会の、この方々のですね、考え方と、こと

しの８月に国に出された要望書、それに伴うたくさんの利用者や家族の

影響調査アンケート読ませていただきまして、今後、斑鳩町としても、

財政が厳しい中ですね、新たな課題や改善点を明らかにしながら、町と

してですね、斑鳩町が果たすべき役割を考えていかなければいけないの

で、大変勉強になったというふうに思っております。今回のこれはです

ね、意見書の提出を求めているわけではなく、それぞれの立場からそれ

ぞれの方法で声を上げていただきたいという要望ですので、今回の一般

質問でも、平川委員と奥村委員のほうからですね、介護保険に関する一

般質問を、それぞれの立場で、それぞれの方法でしていただきましたの

で、当委員会としては、趣旨採択でいいのかなというふうに考えており

ます。 

 

次に、小村委員。 

 

私はですね、今、小林委員のほうからおっしゃっていただいたところ

と同じでですね、それぞれの立場から、それぞれの方法で、介護保険制

度を後退させないための声を上げていただきたいというようなことです

ので、この文言を読む限り、特段ここで決断をしなくていいかなという

ふうに思っていますので、趣旨採択でもいいのかなというふうに思って

おります。 

 

次に、平川委員。 

 

私も、この要望をいただいて、この家族の会の考えとかをいろいろ学

ばせていただいて、ただ、意見書を上げてほしいという要望ではないの
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委員長 

 

で、同様に趣旨採択でいいと思います。 

 

濱委員。 

 

ここに書かれているもの、また、配布されました、冊子になっている

ものの内容については、確かに家族の会の方のおっしゃっていることに

ついては、私は、介護保険を、充実というか、これからももっと本当に

ご本人、家族のための施策を進めてほしいという気持ちは大変よくわか

ります。議会の中でも、それぞれの立場での、動きというか、活動をさ

れている中で、今回のこれは委員長に対しての文書をいただいているん

だと思いますけども、特にこの厚生の常任委員会では、重点的にこのこ

とについて委員一人ひとりがもっと深く知ってほしいという、そういう

ことで届けてくださったのだと思います。今回については、議会として、

国に対して意見書を上げるというのも１つの、この一番最後の、声を上

げていただけますようという、ちょっと抽象的な言い方ですけど、それ

も含まれると思いますけれども、この段階では、斑鳩町の厚生常任委員

会それぞれの委員さんに対して、この問題をもっと深く知ってほしいと

いうことでの、提案というか、要望が寄せられたということだと理解し

ております。 

 

次、中川委員。 

 

ここに５点ほど、何か案、「これらの案が実施されては、認知症の在

宅介護、とりわけ重要な初期の介護は到底立ち行かなくなってしまいま

す」とありますが、この案っていうのは、これ、いつごろ決定するの。

これは国でしはるさかい、ここではわからへんのかな。今、どんな状況

なるねやろ。 
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委員長 

 

 

 

 

この提言というのは、国の財政制度等審議会が提言されまして、現在、

厚生省の社会保障審議会介護保険部会で審議されております。きょうで

すかね、見ましたら、きょうにその意見取りまとめということが出てお

りましたので、きょうにそういった形の、その中での意見の取りまとめ

をされているのかな。ただ、その委員の中には、私どものほうの、いわ

ゆる自治体のほうの代表者も出席しておりますので、それらの意見も踏

まえた上で、それぞれ立場から意見を申されて、取りまとめられるので

はないかと考えているところでございます。 

 

その結果も踏まえて、また各議員がそれぞれの立場に応じて、またこ

の方々の役に立てるように努力していったらええのかなと、そのように

思います。 

 

それではちょっと、暫時休憩いたします。 

 

（ 午前９時５９分 休憩 ） 

（ 午前９時５９分 再開 ） 

 

再開いたします。 

陳情第５号について、委員皆さんの意見をお聞きする中では、趣旨採

択ということでありますが、よって、本陳情書については、当委員会と

して、趣旨採択すべきものと決しましたので、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。よって、陳情第５号については、当委員会とし

て、満場一致で趣旨採択すべきものと決しました。 

次に、２番目として、継続審査を議題といたします。 

（１）環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に関することについて、

理事者の報告を求めます。 栗本環境対策課長。 
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それでは、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化に関

することにつきまして、今回の委員会では、平成２１年度から実施をし

ております生ごみ分別収集モデル事業につきまして、現在の状況を、資

料１に基づきましてご報告をさせていただきます。 

ごみ焼却量や埋め立て処分量の削減、また、資源の有効利用を図るこ

とを目的に、平成２１年度、２自治会の協力によりまして始めました生

ごみ分別収集につきまして、事業開始から７年が経過し、本年１２月５

日現在で、７５自治会、６，１６８世帯が生ごみ分別モデル世帯として

ご協力をいただいている状況であります。 

従来、生ごみ分別世帯への協力は、自治会への書面での協力依頼、自

治会連合会の会合での協力のお願いといったことが中心であり、資料の

上段、モデル世帯数をごらんをいただいてもわかりますように、平成２

５年度から平成２６年度にかけまして、平成２４年度と比較をいたしま

して、やや参加自治会数が伸び悩んでいた状況でございました。 

そうしたことから、平成２７年度から、まず、自治会長や自治会の役

員の方に当事業を理解いただこうと、書面での協力依頼のほか、生ごみ

分別未実施自治会の自治会長や役員を対象とした生ごみ分別事業説明会

を複数回開催をし、自治会で検討いただける１つの材料としたところ、

参加自治会数が、平成２７年度で１３自治会、今年度ではこれまでに１

６自治会が新たに参加いただくなど、再び参加者数が上昇しているとこ

ろであります。 

なお、資料の裏面にモデル自治会の一覧表を記載をしておりますので、

後ほどごらんをいただきたいと思います。 

次に、資料の中段、生ごみの回収量であります。参加自治会の増加に

伴いまして、回収量も増加をしております。今年度１１月末現在では、

約２６０トン、可燃ごみの約１３％を占める量を回収をしているところ

であります。 

最後に、生ごみ分別収集の費用対効果であります。平成２５年度から

２７年度までの過去３年間、可燃ごみから生ごみを分別し、堆肥化処理
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することによりまして、単に焼却するよりも、約４００万円から５００

万円安価で処理できておりまして、焼却や埋め立て処分量の削減、資源

の有効利用のほか、処理費用面でも有効な取り組みとなっているところ

であります。 

当町が、目指しております、ごみを燃やさない、埋め立てないまちづ

くり、いわゆるゼロ・ウェイストへの取り組みにおきましては、この生

ごみをいかに可燃ごみとして処理しないかといったことが大きな課題で

ありますので、現在取り組んでおります生ごみ分別収集モデル事業や、

生ごみの自家処理の推進をさらに充実させていくほか、発生抑制にもつ

ながる食品ロス削減の推進も図ってまいりたいと考えているところであ

ります。 

以上、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に

関することにつきましての説明とさせていただきます。以上です。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。

ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については、報告を受け、一定の審査を行ったということで

終わります。 

次に、３番目として、各課報告事項についてを議題といたします。 

（１）につきましては先ほど説明が終わっておりますので、（２）議

案第５８号 平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）について、

理事者の報告を求めます。 中原福祉子ども課長。 

 

それでは、各課報告事項（２）議案第５８号 平成２８年度斑鳩町一

般会計補正予算（第４号）であります。 

この補正予算のうち、健康福祉部、生活環境部の所管に関する内容に
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つきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、歳入からご説明をさせていただきます。補正予算書の９ページ

をお開きいただけますでしょうか。 

初めに、第１２款 分担金及び負担金、第２項 負担金では、第１目 

民生費負担金の第１節 児童福祉費負担金で、私立保育園の入所児童数

が当初見積もりを上回ることから６８５万１，０００円の増額をお願い

しております。 

次に、第１４款 国庫支出金、第１項 国庫負担金では、第１目 民

生費国庫負担金の第１節 児童福祉費負担金で、分担金及び負担金と同

様の理由により８４８万３，０００円の増額、第２節 障害福祉費負担

金で、障害児福祉サービス給付費及び更生医療費等給付費が当初見積も

りを上回ることから、合わせて６０８万８，０００円の増額をお願いし

ております。 

次に、第２項 国庫補助金では、１０ページにかけての第２目 民生

費国庫補助金の第１節 児童福祉費補助金で、学校法人斑鳩学苑の小規

模保育所整備の支援に当たり、補助対象事業費が追加承認されましたこ

とから３７２万４，０００円の増額、第２節 障害福祉費補助金で、障

害者移動支援等事業費が当初見積もりを上回ることから６６万７，００

０円の増額、第３節 社会福祉費補助金で、経済対策分の臨時福祉給付

金給付事業の実施に要する補助金、合わせて７，８９８万６，０００円

の増額、第４節 老人福祉費補助金で、町内グループホームの介護機器

取付費への補助が国の交付金の対象となることから１８５万４，０００

円の増額をお願いしております。 

次に、第１５款 県支出金、第１項 県負担金では、第２目 民生費

県負担金で、国庫負担金と同様の理由により、第２節 児童福祉費負担

金４２４万１，０００円、第３節 障害福祉費負担金３０４万３，００

０円の増額をお願いしております。 

１１ページにお移りいただきまして、第２項 県補助金では、第１目 

民生費県補助金で、福祉医療費助成等に係る県補助対象分の決算見込み

により、第１節 社会福祉費補助金２２万４，０００円の増額、第２節 
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児童福祉費補助金６０万円の増額、第３節 障害福祉費補助金の心身障

害者医療分７０万円と精神障害者医療分５０万円の増額、地域生活支援

事業費補助金で、国庫補助金と同様の理由により３３万３，０００円の

増額をお願いするものであります。 

以上が、歳入にかかわる内容であります。 

続きまして、歳出予算の補正についてであります。本補正予算では、

本年４月に実施した人事異動及び人事院勧告等に伴う人件費の補正もそ

れぞれの費目において計上をさせていただいております。 

恐れ入りますが、１５ページをお開きいただけますでしょうか。主な

歳出の内容につきまして、ご説明をさせていただきます。 

初めに、第２款 総務費、第３項 戸籍住民基本台帳費では、第１目 

戸籍住民基本台帳費で、人件費の補正をお願いしております。 

１６ページにお移りいただきまして、第３款 民生費、第１項 社会

福祉費では、第１目 社会福祉総務費で、人件費の補正と、第２５節 積

立金で、福祉費寄附金のうち福祉基金への積み立てを希望される寄附金

の積立金１００万円の増額と、第２８節 繰出金で、国民健康保険事業

特別会計における人件費の予算補正により７９万３，０００円の増額を

お願いしております。 

第２目 国民年金事務取扱費では、人件費の補正と、第１３節 委託

料で、社会保障・税番号制度における情報連携について、国の標準仕様

の変更に伴うシステム改修が追加で必要となることから１０万６，００

０円の増額をお願いしております。 

第３目 老人福祉費では、国の交付金を活用して町内グループホーム

の介護機器取付費への補助金を交付することから１８５万４，０００円

の増額をお願いしております。 

１７ページにお移りいただきまして、第５目 医療対策費では、各種

福祉医療費助成が当初見積もりを上回ることから、第１２節 役務費で

２２万４，０００円、第２０節 扶助費で合わせて６１０万円の増額を

お願いしております。 

第７目 障害福祉費では、歳入で申しあげました障害者移動支援等事
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業費が当初見積もりを上回ることから、第１３節 委託料で合わせて２

３８万６，０００円の増額、更生医療費給付費、障害児福祉サービス給

付費等が当初見積もりを上回ることから、第２０節 扶助費で合わせて

１，２１７万８，０００円の増額をお願いしております。 

第９目 介護保険事業繰出費では、第２８節 繰出金で、介護保険事

業特別会計における人件費の予算補正に伴い４０万５，０００円の増額

をお願いしております。 

第１１目 後期高齢者医療費では、第２８節 繰出金で、後期高齢者

医療特別会計における事務費の予算補正に伴い６万６，０００円の増額

をお願いしております。 

１８ページにかけての第１３目 臨時福祉給付金給付事業費では、歳

入で申しあげました経済対策分の臨時福祉給付金が給付されることか

ら、その給付に要する費用、合わせて７，８９８万６，０００円の増額

をお願いしております。なお、本事業につきましては、繰越明許費の予

算補正もお願いしております。 

次に、第２項 児童福祉費では、第１目 児童福祉総務費で、人件費

の補正をお願いしております。 

１９ページにかけての第２目 保育園費では、人件費の補正と、第１

９節 負担金補助及び交付金で、歳入で申しあげましたとおり、学校法

人斑鳩学苑の小規模保育所整備の支援に当たり、補助対象事業費が追加

承認されましたことから４１８万９，０００円の増額をお願いしており

ます。 

第３目 児童保育費では、第１３節 委託料で、私立保育所の入所児

童数等が当初見積もりを上回ることから、合わせて３，４３４万５，０

００円の増額をお願いしております。 

第５目 児童手当支給事業費では、人件費の補正をお願いしておりま

す。 

次に、第４款 衛生費、第１項 保健衛生費では、２０ページにかけ

ての第１目 保健衛生総務費で、人件費の補正をお願いしております。 

第２目 感染症予防費では、第１３節 委託料で、社会保障・税番号
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制度の情報連携について、国の標準仕様の変更に伴うシステム改修が追

加で必要となることから７１万３，０００円の増額をお願いしておりま

す。 

次に、２１ページにかけての第２項 清掃費では、それぞれの目にお

いて、人件費の補正をお願いしております。 

以上、議案第５８号 平成２８年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）

のうち、健康福祉部、生活環境部の所管に関する内容につきましてのご

説明とさせていただきます。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。

よろしいですか。 平川委員。 

 

保育所の中の、私立保育所の入所児童数が当初の見込みを上回ったっ

て言っているんですけども、この予算措置に伴う人数って、何人なんで

すか。 

 

私立保育所入所児童数、当初予算ですね、１７４名と見込んでおりま

したけれども、実績見込みが２４７名となりましたことから、今回、増

額の補正をさせていただいているところでございます。 

 

あともう１点、２０ページの、先ほど説明いただいたうちの健康管理

システム番号制度対応関連システムっていうのは、これは、町の健康診

断とかの状況と番号システムを関連づけるっていう、そういうシステム

なんですか。 

 

 

 

今回、この予算措置をさせていただきましたのは、平成２９年７月か

ら、国と地方における情報ネットワークシステムを介した特定の個人情

報の提供、照会の連携開始に伴いまして、特定個人情報データの標準レ
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イアウト、これが公開されたところでございます。そうしたことから、

平成２８年度の社会保障・税番号制度システム整備実施要領が一部改正

されまして、この改正に伴う特定個人情報データの標準レイアウトの改

定が必要だということで予算計上させていただいているところでござい

ます。以上でございます。 

 

よろしいですか。ほか、ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（３）番目として、市町村国保の県単位化に関する取

組について、理事者の報告を求めます。 乾生活環境部長。 

 

それでは、各課報告事項の３つ目の市町村国保の県単位化に関する取

組につきまして、ご説明申しあげたいと思います。 

資料３をごらんいただきたいと思います。なお、この資料につきまし

ては、奈良県健康福祉部の保険指導課が作成をいたしまして、平成２８

年の８月２９日に開催されました奈良県議会の厚生委員会に提出された

資料でございますが、この資料を用いまして、ご説明を申しあげたいと

思います。 

まず、この資料には記載をされておりませんけれども、国保の制度改

革に至った経緯につきまして、改めて説明を申しあげたいと思います。 

市町村の国保については、各市町村が保険者となっておりますけれど

も、高齢化の進展、医療の高度化等によりまして、医療の給付費は年々

増加してきておりまして、将来的に国保財政が急激に悪化する恐れがあ

るということ、特に、尐子・高齢化の進展によりまして国保加入者は減

尐している状況であり、国保運営が一層不安定になりやすい等の財政運

営上の構造的な課題がございます。それと、市町村ごとに事務処理の実

施方法にばらつきがある等の事業運営上の課題がありまして、これまで、

公費の投入、保険者間での財政調整、保険者事務の共通化・共同実施な
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どで対応してきておりますけれども、十分とは言えない状況でございま

した。 

こういった課題を改善するためには、地域の医療分析に基づきまして、

効果的な健康づくりと医療費抑制の両面に積極的に取り組む体制の再構

築が必要であるということ、また、国保の安定性・持続可能性を確保す

るために、国保運営を県単位化とした上で県が積極的に関与することが

必要であるとされておりました。 

このような状況の中で、資料の１ページのこれまでの経緯と制度改正

の概要の一番上の枞のところでございますが、右側でございます、国の

主な動向というところでございますけれども、国において、平成２７年

５月２９日に国民健康保険法の一部を改正する法律が公布をされまし

て、平成３０年度から、都道府県が国保の財政運営の責任主体として安

定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営において中心的な

役割を担うことで、国保制度の安定化を図ることとされました。また、

平成２８年の４月には、国民健康保険における納付金及び標準保険料率

の算定方法についてのガイドラインが策定されまして、示されておりま

す。 

一方、その左側の枞でございますが、県内におきましても、平成２５

年度から、市町村の担当課長レベルの会議等におきまして、奈良県とし

ての国保の県単位化等について、毎年検討を続けておりましたが、国民

健康保険法の一部改正がされましたことを受けまして、平成２８年５月

に、県と市町村の代表の課長で協議する第１回目の市町村国保の県単位

化のあり方検討ワーキンググループが開催をされまして、現在まで３回

の検討ワーキンググループが開催をされておりまして、今月の１９日、

１２月１９日には第４回目が開催される予定となっております。 

次に、その下の枞の２の制度改正の概要でございます。新制度におけ

ます県の主な役割といたしまして、左側の枞内でございますけれども、

県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金を決定

し、標準保険料率を提示をいたします。また、財政安定化基金の設置・

運営を行います。また、保険給付に必要な費用の全額を市町村に対して
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交付をするということになっております。 

一方、市町村でございます。右側の枞内でございます。市町村は、こ

れまでどおり、被保険者の資格管理、保険料・保険税の賦課・徴収、保

険給付の決定、保険事業の実施を行います、また、新たに県が示しまし

た市町村ごとの標準保険料率を参考に保険料率を決定することになりま

す。そして、国保事業費納付金を県に対して納付するということになり

ます。 

次に、その下の枞でございます。国保財政の仕組みでございますが、

これまで市町村が、左側でございますけれど、市町村が個別に国保財政

を運営しておりましたけれども、平成３０年度の県単位化後は、県と市

町村の共同運営ということになります。県は、国保の特別会計を新設を

いたしまして、これまで市町村が個々に受けておりました公費を、全て

県の国保の特別会計で受けます。そして、保険給付等に必要な費用を市

町村に対して交付をいたします。市町村につきましては、県が示した国

保事業費納付金を納付することになります。 

次に、裏面の２ページでございます。２ページになりますが、制度設

計に関する基本的な考え方等の案でございます。県は、これまで市町村

と検討を続けてきた取り組みといたしまして、同じ所得、同じ世帯構成

であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じことを基本に、市町

村国保事業費納付金の算定方法を導入いたします。そして、制度設計に

当たっては、１つとして、県民負担の公平性の確保、２つとして、制度

改正に伴う県民負担の激変緩和、３つとして、各市町村における医療費

適正化等の取り組み努力の反映等の観点から、検討、調整を行うことと

しております。 

次に、その下の枞でございます。２の主要な課題と基本的な考え方（案）

といたしまして、①の制度設計では、（１）の納付金の算定方法でござ

います。県は、市町村に対して、医療給付に必要な費用の全額を交付し

なければなりません。このため、県全体の医療給付費総額から公費等を

差し引いた保険料必要総額を市町村ごとに納付金として算定し、割り当

てるもので、その算定方法について、国の標準的な方法をべースにして
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検討することといたしております。 

その中で、右側の国の考え方で、県での任意設定が可能とされる項目

につきまして県の考え方が示されておりまして、納付金の算定方法とし

て、医療水準は考慮せず、所得水準と人数・世帯構成に応じた算定とし、

被保険者規模別の標準的な収納率を設定するといたしております。 

次に、（２）の激変緩和措置についてでございます。制度改正に伴い

ます保険料負担の増加に対して激変緩和措置を組み込み、段階的な保険

料水準の統一を図ることとしております。この項目につきましても、県

での任設定が可能とされている項目につきまして県の考え方が示されて

おりますけれども、基本的には国の考え方に準拠することとしておりま

して、対象につきましては、制度改正に伴う市町村の保険料負担分とし、

その際には、財源規模に留意して、激変緩和の期間、方法等を検討する

ことといたしております。 

（３）につきましては、インセンティブのあり方でございます。市町

村における保険料の収納率の向上、医療費の上昇抑制や、健康づくり等

の取り組み努力を評価して支援する仕組みを構築することとしておりま

して、現に取り組んでいる事業への事業費補助分と、取り組みの成果や

努力に応じて配分する指標に基づく配分の２本立てで検討していくこと

としております。 

そして、②の市町村事務の共同化についてでありますが、県全体で事

務の効率化のメリットにつながるものについて事務の共同化を検討・推

進することといたしておりまして、必要に応じて財政的な支援等につい

ても検討することといたしております。 

以上の、これらの項目につきまして、県の考え方の案が示されており

ますが、先ほど申しあげましたように、現在、市町村国保の県単位化の

あり方検討ワーキンググループにおきまして担当者レベルでの協議を重

ねているところでございます。 

次に、３ページでございますが、こちらのほうは、参考といたしまし

て、納付金の算定方法と激変緩和のイメージとなっております。先ほど

から説明をさせていただいている内容につきまして、イメージ化したも
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のでございます。 

次に、最後のページ、４ページでございます。平成３０年度に向けま

したスケジュール（案）でございます。平成２８年５月から平成３０年

３月までのスケジュール案を示しております。現在までは、このスケジ

ュールどおりの進捗となっております。 

まず、表の左側の項目のところでございます。先ほど説明いたしまし

た制度設計といたしまして、納付金の算定方法、激変緩和措置、インセ

ンティブのあり方、それと、市町村事務の共同化についてでございます

が、これらの項目につきまして、赤の塗りつぶしのところでございます

けれども、平成２９年の２月に市町村長会議において素案の合意形成を

図ることとしておりまして、平成２９年６月には案の合意形成を、そし

て、平成２９年９月には制度の決定をすることといたしております。こ

の合意形成や制度の決定に当たりましては、黄色の塗りつぶしのところ

でございますが、市町村検討ワーキンググループ、市町村担当課長会議、

そして、黒の塗りつぶしのところでございますが、市町村長への説明を

経て、市町村長会議において決定をされるということになっております。

平成２９年の９月に制度の決定がされましたら、県は、各市町村に、国

の納付金算定システムの確定版による納付金を算定して、提示するとい

うことになっております。また、決定されました事務の共同化事務の実

施の準備にかかることになっております。 

次に、中段のところでございます。その他の市町村の主なものという

ところでございますが、まず、納付金算定システムでございます。納付

金算定に係る各市町村の自庁システムの改修と県へのデータの提供とな

っておりますが、当町におきましては、本年９月に自庁システムの改修

を終えまして、１０月に県へ必要なデータの提供を行っております。県

につきましては、各市町村からのデータの提供を受けて、国の納付金算

定システムの簡易版を活用して、各市町村の納付金の試算をすることと

いたしております。先ほど申しあげましたが、平成２９年９月に市町村

長会議においての最終制度が決定されましたら、国の納付金算定システ

ムの確定版による納付金を算定して、提示されることとなっております。 
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次に、その下の市町村事務処理標準システム等関係につきましては、

平成３０年度からの国保改革に伴う新たな事務を効率的に実施されるよ

う、国が市町村事務処理標準システムを開発して、それを提供すること

となっておりますけれども、当町におきましては、現在使用しておりま

す既存の国保システムとの連携が必ず必要になってまいりますので、こ

の国の標準システムを導入せず、この標準システムに準じた当町の既存

の国保システムの改修、それと、国民健康保険団体連合会との情報のや

り取りを行うための国保情報集約システムという新しいシステムの連携

に伴います当町の国保システムの改修、これを平成２９年度に行いたい

と考えておりまして、新年度予算にこの費用を計上させていただく予定

をしております。 

次に、その下の市町村国保条例改正案の検討・作成では、平成２９年

度に、県から示された納付金額、標準保険料率をもとに、当町の国保税

率を検討していただくために、斑鳩町国民健康保険運営協議会に諮問し、

答申をいただく予定をしております。その答申を受けまして、予定では、

平成２９年の１２月議会に国保税条例の一部を改正する条例を上程をさ

せていただきたいと、このように考えております。 

その下の被保険者への広報につきましては、県や市町村におきまして

最終の制度の決定がされた平成２９年９月以降に、広報紙等で被保険者

の皆さん方に周知をさせていただきたいというようなことで考えており

ます。 

続きまして、その他の県の主なものでございます。 

まず、納付金算定システム関係でございますが、先ほども申しあげま

した市町村が県に納める納付金の算定について、国の簡易版を活用して

平成２８年１１月から試算を開始しておりまして、平成２９年の１０月

からは国のシステムの確定版を活用して納付金を算定をしていきます。 

その下の県国保運営協議会の設置につきましては、現在は、県の国保

運営協議会は設置されておりませんけれども、平成２９年の２月ごろに

条例を制定し、運営協議会を設置され、その後、年３回程度、協議会を

開催される予定でございます。 
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その下の国保運営方針の策定でございますが、安定的な財政運営や効

率的な事務運営の確保のための県内の統一的な運営方針を定めるという

もので、平成２８年９月ごろから素案の検討が行われておりまして、平

成２９年６月から市町村の意見を聴取するとともにパブリックコメント

を実施して、平成２９年９月に策定予定としております。 

その下の、県国保条例の検討・作成では、平成２９年１２月に県の国

保条例の議決を予定をされております。 

最後に、一番下の県国保特別会計の設置につきましては、平成３０年

の２月ごろに新たに県の国保の特別会計を設置をされるという予定でご

ざいます。 

以上をもちまして、現段階での市町村国保の県単位化に関する取り組

みにつきましての説明とさせていただきますが、今後、これらの取り組

みにつきまして、進捗につきましては、また当委員会にもご報告をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申しあげます。 

 

１０時５０分まで休憩いたします。 

 

（ 午前１０時３２分 休憩 ） 

（ 午前１０時５０分 再開 ） 

 

それでは、再開いたします。 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

平川委員。 

 

保険料は、どのタイミングで、ある程度見通しっていうのが出てくる

んですか。 

 

スケジュールのほう、一番最後のページですけど、スケジュールを見

ていただきますと、市町村の、２９年９月ですね、制度の決定、これが

行われました後、それぞれの市町村に納付金の額、それから標準保険料
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率というのが提示されますので、正式には、ここから当町の保険税率を

どうしていくのかということを検討するということになるんですけど

も、このタイミングで１２月議会に、国保運営協議会をやって、それか

ら諮問をさせていただいて、答申を得て、１２月議会にっていうのは、

このタイミングは非常に厳しいタイミングかもわかりませんけれども、

今のところは、県は正式には９月には出すということで聞いております。 

 

正式にはっていうことは、あらかたの案っていうのはもう尐し早く示

されるのかっていうことと、あと、この直近のワーキンググループとか、

担当会議、また、市町村長に説明などを含めて、この部分の内容ってい

うの、どういうところら辺で示されてくるんですかね。 

 

ある程度、案というのが事前に提示してもらえると思うんですが、た

だ、今の、この９月以前の段階での試算というのが平成２７年度の決算

の数値を用いて計算をしますので、前年の数字ということになります。

それで、平成２８年度の決算がやはりこの９月になりますので、その数

値を用いて計算をするということでございますので、あくまでも試算は

平成２７年度決算の数字ということでございます。その数字が変わる可

能性も当然ありますので、県としても、やはり正式には平成２９年の９

月に正式な数字を出すということで聞いておりますので、その間、先ほ

ど言いましたように、ワーキンググループとか、担当課長会議等で議論

を重ねていく中で合意形成を図っていくということでございますので。

最終的な確定の数字は、やはり９月以降ということになってまいります。 

 

先ほど伺ったもう１点、直近の会議の内容。 

 

１２月の１９日ですね、会議ということでございますが、先ほど説明

させていただきました、２ページですね、資料の２ページのところの①

の制度設計の関係、あるいは②の事務の共同化のところですね、この部

分につきまして、県で任意設定可能という部分でございますので、この
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部分について、これまでも３回の会議の中でいろいろ、県が一応いくつ

かの案を出してきておりますけれども、まだ事務担当者レベルでの最終

の合意には至っていないという状況でございます。 

今度の４回目の会議につきましても、同じような形で案として提示を

されてくると思いますけれども、その時点で最終的にどの部分が合意さ

れて、どの部分がやはり引き続き検討ということになるかわかりません

けれども、内容的には、この、今の資料の２ページにありますような、

この制度設計、あるいは事務の共同化のところの議論になると思います。 

 

直近の国保の運営協議会っていうのは、いつごろ予定されて、どうい

うところの部分を説明される予定なんですか。 

 

今度、来年の２月ですね、上旪に国保運営協議会の開催を予定をして

おります。それで、その中で、今、県のほうで、スケジュールで申しあ

げますと２月には市町村長の会議の素案の合意形成というところになる

わけでございますが、この段階で、開催の時点で大体素案の合意形成が

できておりましたら、その報告、運営協議会にもその報告をさせていた

だきますし、まだ、多尐前後するかもわかりませんので、まだ合意形成

図れていないという状況があるかもわかりませんが、一応スケジュール

等、内容等については２月の国保運営協議会にも一応報告はさせていた

だく予定はしております。 

 

先ほど、正式な金額は来年９月っていうふうにおっしゃったんですけ

れども、金額はそれぞれ個人によって違ってくるので、要は今の水準か

らどのぐらい上がるのかっていうところが一番気がかりなところになる

ので、細かい、正式な金額っていうのではなくて、大体の方向性が示さ

れた段階でやはりちょっとご報告というか、説明をいただきたいなって

いうのと、この２月上旪に国保の協議会を開くのであれば、できたらそ

のタイミングで議会のほうにも何らかの報告というか、説明っていうの

をしていただけたらありがたいなと思いますけれども。 
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今の段階で、正式なっていいますか、報告できるような、この２月で

すね、２月に運営協議会にもそうですけれども、議会に、この委員会に

対しても、正式な報告ができるものがあるかどうかっていうのはちょっ

とわかりませんので、その段階では恐らく保険料率いうのはまだ提示さ

れてこないと思いますので、報告できるものがもしありましたら、進捗

がありましたら、またご報告はさせていただくということでございます。 

 

ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

私も平川委員と一緒で、やっぱり住民の一番の心配事っていうのは、

保険料がどのぐらいになるんだろうかというようなことです。 

それで、一方で、市町村が決めるんだけれども、県に納付する額って

いうのは、向こうから言ってくる額を払わなければならないと。その差

がどれだけになるかというところでね、でも、今までも保険料をこの今

の段階に抑えている、そこにプラスをしているという、そこのところで、

県から提示されてくる保険料と、提示っていうか基本的なのと、今の保

険料っていうのがどのぐらい差があればっていうことやけど、考え方と

して、もうその県からの分をもうこれは守り抜くというか、そこは絶対

に、段階的であってもそこを持っていくというのが基本的なのか、斑鳩

町の格差がこれだけあっても、実際に払う保険料はある程度抑えるため

にプラスアルファするのをどう考えるのかっていうね、その辺の町とし

ての基本的な考え方っていうのは、いかがなものなんでしょうか。 

 

県が示してきます納付金ですね、これだけ納めてくださいねっていう

額、これを納めるのに町としてどれだけの保険税率を設定していくのか

ということになりますので、その額がわからないと、当然、保険料率も

設定できないということになりますので。ただ、その額を必ず納めない

とだめですので、それよりも足らなかったら赤字になってしまいます、

国保財政としては赤字になってしまいますので、今の現段階では、やは
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りその納付金に見合う保険税率を設定をしたいと、あと、今までの累積

赤字もございますので、それも加味をして、どうしていくかということ

については、また今後、運営協議会にもお諮りをして、検討していきた

いというふうに思っております。 

 

まだ決まっていないことなのでわからないということですけれども、

直前になって、決まったことについては住民の皆さんにどうなんだとい

うような意見を聞くとかでなくて、こういうふうに決まりました、あな

たの納税額はこれだけですよっていうふうに通知をするとか、そういう、

何ていうのか、一方的に進んだのを住民に知らせるという形でね、進ん

でいくと、本当にやっぱり生活大変で、きっちりと保険税も払ってして

いる、一方で医療にかかると医療費の負担もふえていくという、そうい

った中でね、やっぱりその住民が置き去りにされているっていう感が拭

えないんです。ですから、もちろんその国や県の動向というか、この一

連の動きですね、それで、実際に斑鳩町の住民にこの決定額が知らされ

るっていうのが随分と間際になってからっていうことはね、やはり好ま

しくないというふうに私は考えています。もちろん、町がどうしたから

といってどうなるものでもないんですけれども、その辺でやっぱり住民

が置き去りにされていっているっていう感が否めないので、先ほど言い

ましたように、保険税の金額を町で定めることができるというところ、

それから、赤字もあるし、いろいろな面もありますけども、町全体での

国保の会計を支えてきた今までの施策とか、そういったものっていうの

をさらに充実して、できる限り住民の皆さんの負担が軽減できるように

っていう方向で、基本的な方向で進んでいただきたいと要望いたします。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 中川委員。 

 

今の意見聞いていたら、上がるいうのが前提みたいやけど、もう必ず

上がるのかな。それだけ教えてもらえますか。 
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まだ、必ず上がるということは聞いておりませんので。ただ、今の状

況から言いますと、医療費もかなり上がってきておりますので、下がる

という可能性は低いかもわかりませんけれども、これは実際どのぐらい

の、県にどれぐらい納めるかということが出てきてから、斑鳩町の税額

をどうするかという中で、個々に上がるか、下がるかというのは出てく

るかもわかりませんので、その辺は、今、現段階で、必ず上がる、下る

というのは言えないという状況でございます。 

 

今の時点で言うたら、一般会計から補填していますわな。今後、そう

いうことも考えられるのかな。 

 

池田副町長。 

 

まず、今の一般会計の補填は、法定の一般会計、繰り入れ、ございま

す。これはもう当然しなければならない分でありますけども、今やって

いるのは法定外といいまして、以前、平成１２年に介護保険始まった以

来、介護納付金に対する不足分ですわね、お金集める分と納付する分の

差がございます、これの累積赤字が非常に国保の赤字に影響しておると

いうことで、その分には補填してまいりました。ただ、それで、その間、

国保税の値上げもございませんでした。ただ、平成２７年度、国保税を

改定させて、その前にも２０年に改定させていただき、２７年度と。そ

れ以降、定期的に値上げをさせていただいておりますので、この、今や

っている介護の赤字分の分については、値上げをする前の分ですので、

平成２７年度以降については、また、赤字補填はどうするかというのは、

また今後の検討課題であります。町も、予算委員会等でお答えさせてい

ただいておりますのは、平成２６年度までの赤字、介護納付分の赤字に

ついては、補填は、もう、させていただきますよと、それで２７年度以

降は今後の検討課題と、このように答弁させていただいておりますので、

今もその答弁ということで、２７年度以降の赤字については検討課題と

いうことでございます。 
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せやから、引き続き一般会計から補填するっていうことも考えられる

いうことでええねんな、検討するいうことは。 

 

検討するいうことは、そういうことも考えられるし、また、もう法定

外はもうやめておくということも考えられます。というのは、あくまで

も会社員の方は社会保険に入っておられまして、そこでかけておられる

し、また、その社会保険でかけた分も国保のほうへもお金払っておられ

るし、介護も払っておられます。いろいろ払っておられます。そうした

ら、もうあくまでも前提は、国保加入者の方が国保税で賄うのが前提で

ございますので、それはやはり基本にしていかないと、やはり町全体の

受益と負担の公平性が崩れるようにも考えております。 

 

ございませんか。よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

それでは次に、４番目、病児保育事業の利用助成について、理事者の

報告を求めます。 中原福祉子ども課長。 

 

それでは、各課報告事項（４）病児保育事業の利用助成について、ご

報告申しあげます。資料４のほう、お願いいたします。資料４、病児保

育事業の利用助成についてをもとに、助成金の概要についてご説明をさ

せていただきますので、よろしくお願い申しあげます。 

この病児保育事業の利用助成の目的につきましては、病気または病気

の回復期にある児童を医療機関等の専用施設で一時的に児童を預かる病

児保育事業を利用する者に対して、その利用料の一部を助成することに

より、子育て家庭の経済的な負担を軽減し、児童の健全な育成に寄与す

るとともに、安心して子育てが行えるまちづくりを推進することを目的

としております。 
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次に、対象児童については、事業を利用する時点において町内に住所

を有する生後３か月から小学校就学前の児童で、保育所、認可外保育所

または幼稚園に在籍し、病気または病気の回復期であって、安静の確保

に配慮する必要があり、集団保育が困難な児童および保護者の勤務の都

合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他のやむを得ない理由により家庭

において保育が困難な児童などとしております。なお、幼稚園という文

言を入れておりますのは、保護者とそのお子さんが同時に疾病にかかる

などのケースが考えられることから入れているものでございます。 

次に、助成対象者は、児童の保護者としています。 

次に、助成金の額でありますが、助成金の額は、児童が事業を利用し

た際に支払った１日の利用者負担額、この負担額には、食事の提供に係

るものの額を除いた額となります。この負担額から、事業を実施する施

設が所在する市町村の当該住民の１日の利用者負担額を差し引いた額、

この負担額においても、食事の提供に係るものの額を除いた額といたし

ます。この額に利用日数を乗じて得た額とし、１日の助成限度額は２，

０００円とします。ただし、生活保護法による被保護世帯、前年度市町

村民税非課税世帯につきましては１日の限度額を４，０００円としてい

ます。  

事業開始につきましては、新年度から行ってまいりたいと考えており

ます。 

なお、住民の皆様への周知につきましては、３月に制度概要や申請手

続き等について町広報紙や町ホームページにてお知らせするとともに、

保育園、幼稚園などにおきまして案内してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願い申しあげます。 

以上、病児保育事業の利用助成についてのご説明とさせていただきま

す。よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

中川委員。 
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（２）の対象児童のところで、次の各号のいずれにも該当するものっ

ていうことは、これ、１、２、３、４、５、全部該当しなければならな

いということでええのかな。 

 

はい、そのとおりでございます。 

 

町内の保育所って、ゼロ歳児って生後７か月から違うんかな。これ、

生後３か月なってあるけど。 

 

はい、そうであります。ここに記載させていただいております対象児

童、これを基本といたします、対象者としまして。ただしですね、要綱

上で、「ただし、町長が特に必要と認めたものは、この限りでない」。 

 

（「違う、違う、町外の保育園でな」と呼ぶ者あり） 

 

すみません。町外の保育所で３か月からの利用できる保育所も対象と

するためでございます。 

 

よろしいか。ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

今の中川委員のちょっと関連ですけれども、この対象児童の中に、４

番のところに、保護者の勤務の都合とか、いろいろありますけども、保

育所とか、幼稚園に行かせていないというか、家庭で世話をされている

方が、例えば出産であったり、事故であったりとかいうのは起こり得る

可能性もあるんですけども、その辺っていうのはどう理解したらいいん

ですか。 

 

 

 

今、濱委員もおっしゃいましたように、幼稚園も行かれていない、保
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平川委員 

 

委員長 

 

育園も行かれていない、その方につきましても、いわゆる利用していた

だけるような文言として、今度、整理していく段階において、例えば町

長が特に認めるものとか、そういった形でさせていただくというふうに

考えております。 

 

ほか、ございませんか。 平川委員。 

 

これは、県内、県外であって、どこの病児保育を利用した場合でもこ

の助成をしていただけるということですか。 

 

４，０００円としておりますのは、想定として、今現在、土庫病院で

すね、そちらのほうに通っておられる方がおられますので、その上限を

とらせていただいているところでございます。また、県内、県外の制限

も設けず、４，０００円の範囲の中で行っていただければというふうに

考えているところでございます。 

 

濱委員。 

 

限度額４，０００円っていうのは、これはどの、１回の連続したのに

対して４，０００円っていうんですか。何度もあるというか、年間に何

回か、複数で利用のときはどうなんでしょう。 

 

１日４，０００円ということで限度額を定めております。 

 

平川委員。 

 

大体どのぐらいの利用を見込んでおられますでしょうか。 

 

中原福祉子ども課長。 
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利用見込み数ですけれども、近隣のですね、今、この土庫病院の利用

を考えて予算要求をしていく予定としておりますけれども、およそ２０

件あまりの予算要求をしてまいりたいと思っております。 

 

（「２０回分やろ」と呼ぶ者あり） 

 

２０回の予算要求をしてまいりたいと考えております。 

 

 

 

延べ２０日という形で。 

 

よろしいですか。 小村委員。 

 

今のでは、今までの病児保育を利用されている人数が大体２０件って

いうふうに。 

 

中原福祉子ども課長。 

 

現在の利用状況でありますけれど、まず、平成２７年度の利用につき

ましては、２人の方で８回の利用がございました。当町ではこの回数を

基本としておりまして、これに基づいて２０日分を予算要求したいと思

っております。 

 

平川委員。 

 

この２人、８回っていうのは、土庫病院を利用した回数で、例えば県

外で利用されている場合っていうのは、実態は把握はできていないんで

すか。 
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今、課長が申しました８回というのは、土庫病院と阪奈の病院、ござ

いますね。それで、阪奈病院につきましては１人で２回、土庫病院につ

きましては１人で６回という状況にございます。 

 

よろしいですか。 小城町長。 

 

今、こういう関係で今、土庫病院とか、あるいは阪奈中央病院とかい

う関係ですから、この間、地域フォーラムで、平群町で、斑鳩、安堵、

それから平群、そして天理、郡山という首長が集まって知事と病院の会

長と話をする場で、私は、できればこの西和医療センターで知事さんに

やってくれということをご要望して、この間の紙面にも、新聞にも載っ

ていましたようにですね、できる限りやっぱりこういう地域をやっぱり

この西和医療センターを活用していくということで、そういうものをで

きないかということもご要望申しあげて、いずれ県も、そういう関係で

は考えていただけるんじゃないかなと。ただ、今、現段階ではまだない

わけですから、これからの要請を、また議会の皆さん方もご要請いただ

いて、できればやっぱりこの地域でそういうものが開かれていけば。や

っぱりその土庫病院って、結局、距離的にもかなりありますし、あるい

は阪奈中央病院でもやっぱり生駒まであるから、やっぱりそういうこと

もご要望を申しあげていますので、なお一層皆さん方のご協力をお願い

したいと思います。 

 

ほか、ございませんか。 小村委員。 

 

土庫病院とか、阪奈中央病院で大体利用が食っていうのはどれぐらい

かかるんですかね、１人当たり。 

 

中原福祉子ども課長。 
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まず、土庫病院につきましては、市内の方は２，０００円なんですが、

市外の、斑鳩町の方が利用する場合は４，０００円っていうふうになっ

ています。阪奈病院につきましては、斑鳩の方が利用する場合は３，０

００円、市内の方は２，０００円っていうことになっています。 

 

ほか、よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（５）として、斑鳩黎明保育園の増設について、理事

者の報告を求めます。 中原福祉子ども課長。 

 

それでは、（５）斑鳩黎明保育園の増設について、ご報告申しあげま

す。 

近年の核家族化や共稼ぎ世帯の増加、就労形態の変化等により、保育

サービスに対する需要は、増加・多様化しております。また、全国的な

傾向として、保育所待機児童の問題や、仕事と子育てを両立できる環境

の整備が必ずしも十分でないこと等が問題となっております。 

そうした中、斑鳩町では、これまでに、公立保育園保育室の増床や給

食調理室の新築等により定員の拡大や、斑鳩黎明保育園の誘致、来年４

月開園予定の法隆寺幼稚園の小規模保育事業の実施など、待機児童を発

生させないよう努めてきたところでございます。 

しかしながら、今後もさらに保育ニーズの増加が見込まれ、このニー

ズに対応する新たな保育所の整備が急務の課題となっております。 

さらには、小学校児童における学童保育室も、昨今、その需要がふえ、

その整備につきましても急務の課題となっております。 

そうしたことから、本町といたしましては、待機児童を発生させない

との方針のもと、これらニーズに応えていくため、民間活力による保育

所整備の検討を行い、旧文化財収蔵庫の跡地を活用し、斑鳩黎明保育園
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の増設を進めてまいりたいと考えております。 

それでは、恐れ入りますが、資料５をごらんいただけますでしょうか。

斑鳩黎明保育園の増設につきまして、現時点での、その考え方や方向性

等につきまして、ご報告をさせていただきます。 

初めに、１．保育所等整備の概要でございます。整備内容は、斑鳩黎

明保育園の増設で、保育所内に学童保育室を併設する計画であります。

資料にＡ３版の平面図を添付しておりますので、あわせてごらんいただ

ければと思います。所在地は、斑鳩町法隆寺西３丁目１５６２番地１の

一部で、旧文化財収蔵庫跡を活用することとしております。整備部分の

規模等は、土地が９９１平米、建物は、延べ床面積９６２平米、建物の

構造は鉄骨造３階建てを計画しております。建物の１階において学童保

育室、２階・３階において保育所を開設する予定で、１階部分は、図面

２ページの平面図でお示ししておりますように、学童保育室を２室設け、

２階部分は、図面３ページのように、３歳及び４歳児の保育室を、３階

部分は、図面４ページのように、５歳の保育室と可動式の間仕切りパー

テーションを設置した遊戯室を設ける予定としております。定員につい

ては、保育園の定員は、現行定員の１２０名を増設により１９０名に増

員するとともに、学童保育室は７０名を計画しております。開設の時期

は、平成３０年４月１日開園の予定で進めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、２．保育所増設及び学童保育室の整備に係る事業費等について

であります。活用補助金として、保育所等整備交付金を活用したいと考

えております。整備事業の事業費は、おおむね２億１，１５０万円で、

負担割合は、国が２分の１ 町が４分の１ 事業者が４分の１となって

おります。 

次に、３．運営補助についてであります。保育所の運営につきまして

は、斑鳩町民間保育所運営費等補助金交付要綱に基づき支援するととも

に、学童保育室の運営につきましては、国の子ども・子育て支援交付金

の放課後児童健全育成事業交付要綱に基づき支援してまいりたいと考え

ております。 
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次に、４．町有財産の取扱いについてであります。現在、斑鳩黎明保

育園の敷地につきましては、町が無償で貸し付けをしておりますが、本

整備計画の設計にかかります平成２９年４月より、既存の斑鳩黎明保育

園の敷地部分も含め、全て有償で貸し付けしてまいりたいと考えており

ます。賃貸借料は、その単価として、町が庁舎東側で来客用駐車場とし

て民間から賃貸借している単価１，３４０円を用いて、年額２３９万８，

８００円とすることで協議を進めてまいりたいと考えております。 

最後に、５．今後のスケジュールでございます。平成３０年４月の開

園に向けまして、平成２９年３月議会において関連予算を計上させてい

ただき、４月に国庫補助金の事前協議を行い、６月にその内示を受け、

７月より整備工事を着工、１０月より保育所の園児募集、１２月より学

童保育室の児童の募集を行いまして、平成３０年２月には整備工事を竣

工、３月に県の認可を受け、４月に開園というスケジュールを組まさせ

ていただいているところであります。 

なお、近隣住民等の説明につきましては、今月３日に開催させていた

だき、黎明保育園隣接の方から、防音対策についての質疑・ご要望があ

り、斑鳩黎明保育園から、ご要望を検討した上で、設計・整備に当たる

とともに、運営についても配慮していきたいと回答されるとともに、園

児送迎時の路上駐車に関するご指摘に対しましては、改めて保護者に徹

底させていただくとの回答がございました。増設そのものにつきまして

はご理解をいただいたものと考えております。 

以上、斑鳩黎明保育園の増設に関する現時点での考え方、方向性等に

つきましての報告とさせていただきます。委員皆様方には、何とぞご理

解のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

中川委員。 

 

事業者単独で建設する建物でもないのでね、国が２分の１、町が４分

の１いう公費も使われますねんけど、この施工業者の選定はどのように
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部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されるのか、教えていただけますか。 

 

 

 

実際に、黎明さんが入札に当たられます。その入札に当たられまして

は、国の指導では、町の入札の制度を準用した形でしてくださいいうよ

うな指導がございますので、そういった形でとられるものと考えており

ます。 

 

それなら、町の指名業者っていう形で。 

 

町の指名業者というよりも、町の、いわゆる何千万円以上で何社必要

ですよとか、そういった形は準用されます。 

 

その単価的なもの、例えば、町も４分の１ですから、例えば４，００

０万安なったら町が１，０００万減るいうことやねからね、そういう単

価的なところにまで町は入っていけるのかどうかということを教えてい

ただけますか。 

 

いわゆる実費用ですね、実費用と国庫の補助対象となる費用が全然違

いますので、町は、国庫の補助対象となる費用に対しまして、それを４

分の１を負担していくということになりますので、例えば大きな、大き

な言うたらおかしいですけど、費用が大きければ、それだけ事業者の持

ち出しがふえるということになります。 

具体的に申しますと、国庫基準なんですけれども、１億４，０００万

程度になるのかなというふうに、今のところ試算ですけれども、そうい

ったあたりで、２億１，１５０万という概算が出ているんですけども、

国庫補助基準額は１億４，０００万円程度ぐらいにはなるのかなという

ふうに考えています。 
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それからいくと、町の持ち出し、持ち出しいうか補助は、４，０００

万弱っていうような数字になってくるのかなと思いますねんけどね。 

それと、今まで無償貸し付けしていた土地、この際やないけど、これ、

一緒に有償に変わるのかな。それ、黎明さんはそれでもう理解してくれ

てはるのかな。 

 

１億４，０００万円でしたら３，５００万円程度の持ち出しが必要や

ということと、それと、有償貸し付けなんですけども、これは、４月１

日から有償で貸し付けをお願いしますということで、協議を進めている

段階でございます。既存部分も含めて。今回設置される部分と、今使う

ておられる部分も含めて、全体で、全て有償で貸し付けますよというこ

とで、お話を進めさせていただいているところです。 

 

今さらやけど、それなら何でもともと、これ、有償で貸さへんだん。 

 

池田副町長。 

 

もともと、保育園を新設する場合、やはりそれがほぼ満床になるまで、

３年から５年かかると言われておりますやん、どの保育園でも。経営も

安定するまで。ところが、もう、今、斑鳩黎明の場合、当初９０名でさ

れて、当初、うち、予算計上でも、たしか６０人前後で予算計上させて

いただいた、もうようあって６０人でしょうと言われておりました、あ

わの状況、たつたの状況見て。ですけども、やはりできたら、一気に、

急激にふえてまいって、今は、ことしからかな、１２０に定員を上げら

れまして、また、来年の状況も見てみますと、やはりまた伸びていると

いう状況ですので、経営者に話しして、やはりこれでもう軌道に乗った

でしょうと、当初５年の無償ということで厚生常任委員会にも説明させ

ていただきましたけども、やはりちょっと、その中に一文あって、やっ

ぱり状況によって変わりますよという条項入っておりますので、もう来

年から、４月１日から、まだ建物建っていないけども、やはりまたそこ
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平川委員 

 

で物置いたりすることもあるだろうということで、もう一緒に、既存部

分も含めて、うちは有償で提供しますよということで、ほぼご了解をい

ただいております。 

 

ほか、ございませんか。 平川委員。 

 

駐車場なんですけども、今、職員の方の駐車場は有償で庁舎の横の町

の駐車場を利用されていますけども、保護者の送迎用っていうのは、今、

どんなふうになっているのかっていうのと、非常に今でも子どもさんた

ちの送り迎えで道路渡られるのがちょっと危険なところも感じるところ

あるんですけれども、その辺は、今後、どういうふうに考えているんで

すか。 

 

もう今、質問者もご存じのように、保護者の駐車場、送り迎えの駐車

場は、アスファルトのしていない駐車場を使ってくださいよ、先生につ

いてもそこを使ってくださいよということで、斑鳩黎明も書いておりま

す。もうそこを使ってくださいよとなっております。それで、あそこに

ついても、もう以前から質問ありますけども、あそこは土地所有者から

ご好意で、無償で借りておりますけども、斑鳩黎明からは月１０万円、

年間１２０万円かな、使用料いただいて、それについては、おります。

それで、斑鳩黎明には、それは、必ずこちらへとめてやってくださいよ

と、十分やっておるんですけども、たまに出勤で急いでいるお母さん、

これはもう町立でも十分注意するんです、あわであっても、たつたであ

ってもそうですけども、駐車場はとめてくださいよと言うてあるんです。

あわでも、せっかく駐車場つくっても、あそこへ入れやんとばばっと車

とめて行かれます。何ぼ怒ってもあきませんねけど、また、知り合いお

られたら、よろしくご指導、よろしくお願いします。 

 

安全対策、また、さらに人数がふえるので、ますます混雑してくるか

なと思うので、よろしくお願いしますということと、あと、学童保育な
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んですけれども、町のほうも時間延長で取り組んでいただけるというこ

となんですけど、この黎明さんの学童保育は、実施される時間帯ってい

うのは、町と同じような形になるんでしょうか。 

 

これについても、王寺町のほうで黎明さんされております。たしかあ

そこは夜の１０時までされておりまして、土曜とか、日曜も充実されて

おります。そのような形態になろうかと思います。あとの運営とか、教

育方針とかいうのも、恐らく向こうと同レベルで運営をしていくという

ことでなっております。ですから、そういう保護者の方のご要望に応え

ていってもらえるものと考えております。 

 

小城町長。 

 

黎明さんの関係は、安堵小学校で学童保育やっていますけども、安堵

小学校ももう限界ということで、今、黎明さんに、学童保育やりますか

ら、時間的には、やっぱり時間が長いと思います。学校のほうは、大体

７時ぐらいで終わってしまうと。そういうことで、安堵町も、町長に聞

きますと、やっぱりこれから私立でふやしていきたいという感じを持っ

ておられました。 

 

ほか、ございませんか。 平川委員。 

 

あと、この増設部分では給食の調理室っていうのはないんですけれど

も、今の既存の部分でこの人数がふえた部分も対応できるんですか。 

 

 

 

今、１階の部分に給食調理室がございます。その部分で対応できるよ

うだと聞いております。 
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濱委員 

 

ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

先ほど、住民説明会の中で、騒音のこととか、駐車ですね、道路の駐

車なんかの問題ということがちょっとありましたけども、この間、議員

の懇談会の日に、私、担当の方に申しあげたんですけども、まだ基礎を

壊しているときで、大変大きな音がしておりまして、ちょっとびっくり

するほどの音だったので、どんなのかなと思うと、どういう機械かわか

りませんけど、潰している状況だったんです。道路面に対しては飛び散

らないようにちょっとシートがあったけども、その間からは十分に見え

るというか、高さもそんななかったですし、音がすごかったです。担当

のほうにすごい音がしているけど大丈夫なのっていう感じで声かけさせ

ていただいたんですけども、近隣の方って、直接べたっとくっついてい

るおうちとかはないにしても、かなり大きな音でした。短時間っていう

か、その工程だけなのでっていうような説明を聞いて、その後はそうい

う大きな音ってなかったんですけども、普通の住宅であったりとか、そ

ういうところで取り壊しをしたりとか、そういう大きな音が出るときに、

ましてや隣が今現在営業している保育園だったら、その辺で騒音の対策

だったりとか、粉塵のことでね、一定の決まりがあるのじゃないかなと、

ちょっと後で思ったんです。そういうものが隣接していたら、間に防塵

の、壁というか、シートであったり、防音のシートを張るとかいう、そ

ういうものっていう規定がひょっとしたらあるんじゃないかなというふ

うにちょっと疑問に思ったので、その辺も教えていただきたいんですが。

黎明さんと同じところがするからって課長が、するから、自分のところ

の敷地内だったらそういうの適用されないんだろうかというのも。 

 

（「解体は教育委員会や。これは担当が違いまんがな」と

呼ぶ者あり） 

 

それでも、子どもさんがいる時間にそういうようなこと。今度、次、

これを建てるときにもね、やっぱり工事の伴ってのことがあると思うの
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で。 

 

小城町長。 

 

いずれにいたしましても、保育所の場合でも、もうたつた保育園が現

状は、やっぱり増設する場合は、反対というのか、やっぱりその声がや

かましいということがありました。やっぱりそれを住民に対して話をし

ながら、説得をして、増設をさせてもらいました。あわにしても当然で

ございますし、それはもう当然、住居がありますから。今のこの斑鳩町

の水道庁舎、昔の水道庁舎を解体するについても、いろいろとご意見が

ございます。その中で、この間、説明会をさせていただいたら、やっぱ

り防音壁だけはやってほしいと、やっぱりそういうこともおっしゃって

いますから、それは当然のことだと思います。やっぱりそのそこに住ん

でいる方は、私やったら、やっぱり当然のことをこれはしてもらわんと、

なかなかできない。これはもう、何でも一緒でですね、ＪＲの橋のやつ

でも、ほとんどこの線路際のところはもう全部防音壁をするか、あるい

はそういうことをしていかなかったらなかなかでき得ないということ

で、今、住民の方、２、３軒ございますけども、十分やっぱりお願いを

しながら、事業を進める関係等については慎重に進めていきたいと思っ

ております。 

 

そうしたら、この間、私が遭遇した日はね、すごい音していましたけ

ど、その辺では、そういった手立てっていうのはしていなかったと思う

んです、防音壁とかいうことについてはね。今後、これ、進めていく上

では、もちろん住民の皆さんと、それから現在の園児の方はいらっしゃ

るところに隣接していますので、注意深く進めていただきたいと思いま

す。以上です。 

 

斑鳩町の仕事しているときは、防炎シートというのは必ず張らなあか

んということは法律で決まっていますので。それは、私、理事者側違い
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ますけど、それはちゃんと業者がやっていますので。それだけは理解し

たってください。 

 

（「すみません、そうしたらあのときも張ってあったんで

しょうか。非常に申しわけないですが」と呼ぶ者あり） 

 

張らないと、仕事できないです。労働基準監督署っていうのがあって、

そこが必ず指導しますから。それはもう必ず張って仕事やらないと、一

般の方でも、どこでも、今はできない。それは必ず張っています。 

 

（「わかりました。すみません、私の確認が尐なかったの

かもしれませんけれども」と呼ぶ者あり） 

 

ほか、ございませんか。 小村委員。 

 

この学童保育室７０名ということなんですけど、これは、例えば町立

に、対象年齢もあれなんですけど、町立に預けている子どもたちも、例

えばここに行って、見ていただけるのかっていうところをお聞きしたい

と。 

 

健康福祉部長。 

 

町立に行っておられて、こちらへということですか。それはちょっと。

町立の学童保育に入られて。 

 

（「かわるいうことを言うている」と呼ぶ者あり） 

 

それは、申し込みの段階で。 

 

（「まず、対象年齢」と呼ぶ者あり） 
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今、想定されているのが小学生ということなので、１学年から６学年

っていうことです。 

 

そうしたら、今、町の学童保育もある中で、ちょっと学童保育がふえ

てくるだろうということで、黎明保育園さん、されると思うんですけど、

例えば、これ、西とか東には、王寺みたいにバスみたいなのが走られる

んですかね。 

 

そのあたりの運営方法、例えば、につきましては、今後、黎明保育園

さんが考えていかれることだと思うんですけれども、王寺町でしたら回

っておられるので、その形につきましては、運営主体のほうが考えてい

かれるとは思います。 

 

ちょっと長いスパンでの考え方なんですけど、夜間１０時まで黎明保

育園がされるってなると、今の私立保育園と、今の黎明保育園と一緒の

ように、町立の学童保育から黎明保育園の学童保育に人が流れていくと

いうようなことが予測されるんですけれども、町としては、今後、各、

今、小学校でやっておられる学童保育のほうを、この、民営化っていう

か、委託していきたいっていうような方向性で考えているっていうこと

なんですかね。 

 

現在やっております学童保育につきましては、私立ができようが、そ

のまま、町立っていうか、公営で開設してまいります。ただ、黎明保育

園さんの場合、そもそも基本料金も高うございますので、そのあたりで

すみ分け、あるいはそれぞれのニーズに応じた形のすみ分けはできるの

かなというふうに考えております。 

 

小林委員。 
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学童保育についてなんですけれども、土日とか夏休みも学童保育され

るとなりますと、当初はですね、保育所の運動場狭いからという話で当

初お聞きしていたんですけれども、そうなってきますと、保育所園児の

広場として優先するのか、土曜日とか夏休みとかは学童保育としての目

の前の広場として優先されるのか、それはどういうふうに取り扱われる

のか、お聞きされていますか。 

 

いわゆる学童の児童の遊び場というか、そういった広場のことをおっ

しゃっていると思うんですけれども、黎明保育園さん、事業主体さんに

尋ねますと、王寺でもやっておられるのもあるので、その場合でも、例

えば河川敷を使ったりされておりますので、黎明保育園さんでは、近く

の広場であったり、健民運動場であったり、そういったものを利用させ

ていただきたいというふうに今の段階では聞いております。 

 

すみません、ちょっとわかりにくかったんですけれども、当初取り壊

すときには、黎明保育所の園児の広場が狭いので、運動場が狭いので、

横に、もっともっと、気兼ねなくというか、元気いっぱいに遊べるとこ

ろということで、取り壊しのときに聞いていましたので、ってなってく

ると、学童保育の部屋の目の前のこの野外遊技場というのは、優先的に

保育所ではないんですね、今の話では。 

 

池田副町長。 

 

基本的にね、保育園と、どこの民間でも一緒です、保育園と学童、よ

くひっついているんですわ。その遊技場いうのは、まずは保育園の園児

さんを優先されます。それで、あいた時間帯、もしあれば、学童保育の

子どもさんが使われるということになってきます。たいがいの場合、学

校から帰ってきて、そこで、まずは宿題したり、勉強したりされますね

やんか。また、運動するときでしたら、サッカーしたり、例えばこの曜

日のこの時間はサッカーしよう言うたらね、どこかの運動場借りて、そ
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こへ行って、車で行って、みんなされるんですわ、何学年。そういうち

ゃんとスパンを組んでされますので。そうしないと、その運営自体やっ

ていけませんので、その会社自体が。私ら以上に、やはりそこらをきっ

ちり考えて運営をされますので、まず保育園を優先されるということで

す。 

 

ただいまの明確なご答弁を聞いて、安心させていただきました。 

あと１点、要望で、交通安全対策というかですね、、例えばことし黎

明保育所のほうで七夕まつりされたときには、夕方、もう駐車場パンク

して、国道からこっち側に、町道側に入れない状態に起こったほどなん

ですけれども、そういうことも、今度増設されて、より人数がふえると

いうことですので、またそういうことも、町としても、指導というかで

すね、どうなっているのかっていうのをお聞きしていただきたいのと、

黎明保育所の送迎用の駐車場が道を挟んだ向いにありますので、今でき

る安全対策として、やっぱりできる限りのことはしていただきたいなと。

例えば、ミラーの増設もそうですけども、横断誘導線の設置とか、でき

る限り子ども達が安全に黎明保育所に行けるように手配していただきた

いということで、要望だけさせていただきます。 

 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（６）（仮称）斑鳩町健康寿命延伸計画（案）につい

て、理事者の報告を求めます。 北健康対策課長。 

 

それでは、（仮称）斑鳩町健康寿命延伸計画（案）につきまして、ご

報告させていただきます。 

お手元の資料６をごらんいただけますでしょうか。 

計画書の目次をごらんください。この計画書は、３つの章立てをして
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おり、第１章は計画の策定にあたって、第２章は斑鳩町民の健康状況、

第３章は計画の実現に向けてとしております。 

初めに、計画書の１ページでございます。１章に当たりましては、計

画策定の趣旨、計画の位置づけ、基本方針、基本目標、計画期間につい

て記載しております。この計画は、健康増進法に基づく市町村健康増進

計画であります第２期斑鳩町健康増進計画のより具体的な行動計画とし

て位置づけております。住民が主体的に生活習慣の改善に取り組み、さ

まざまな関係機関等と連携しながら、健康寿命の延伸を目指すことから、

基本方針を「健康寿命の延伸をめざして～一人ひとり、自ら健康づくり、

地域社会で支援～」としております。基本目標につきましては、斑鳩町

健康増進計画と整合性を図ることから同目標としており、また、計画の

期間につきましても、斑鳩町健康増進計画の最終年度が平成３４年度と

なっておりますことから、平成２９年度から平成３４年度までの６年間

としております。 

次に、３ページからでございます。第２章の斑鳩町民の健康状況につ

きましては、地域特性から見た健康課題と、６月の本委員会で報告させ

ていただきました、健康づくりに関するアンケート調査結果から見た健

康意識を整理させていただいております。 

地域特性から見ました健康課題の（１）健康寿命におきましては、平

成２５年の男性は１７．７７年、女性は２０．５７年と、平成２２年と

比べますと男女とも長くなっており、奈良県、全国平均と比較しまして

も長くなっております。 

次に、４ページでございます。（２）死亡状況におきましては、男性

は第１位が悪性新生物、第２位は循環器系疾患、第３位は呼吸器系疾患

となっております。女性では、第１位が循環器系疾患、第２位が悪性新

生物、第３位が呼吸器系疾患となっております。 

次に、１２ページでございます。アンケート結果から見ました健康意

識におきましては、（１）体格指数の①肥満の人の状況でございます。

町民の肥満の人の割合を見ますと、男性では５０歳代の割合が３８．０％

と最も高く、２０歳から４０歳代は県・全国より高くなっております。
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女性におきましては、年齢とともに肥満の人の割合は高くなり、最も高

い年代は７０歳以上で、２６．２％となっております。県と全国と比べ

ますと、７０歳以上は高くなっております。 

次に、１７ページの下段の⑤野菜摂取についてでございます。町民の

野菜を多くとるようにしている割合は、男性で６１．３％、女性で７６．

０％と６割以上の人が野菜の摂取を心がけており、各世代においても同

様の傾向となっております。しかし、平成２４年の国民健康栄養調査の

野菜の摂取量を見ますと、県は男性が４０位、女性が４６位と野菜摂取

量の尐ない県となっており、本町でも実際の摂取量は尐ない可能性があ

ります。 

次に、１９ページでございます。（３）運動習慣の①意識的に体を動

かす頻度でございますが、町民の意識的に体を動かす人の割合は、男女

とも、５０歳未満でほとんどしていない人の割合が高くなっております。

一方で、５０歳から７４歳の人は、週に３回以上体を動かす割合が高く、

体を動かすことを意識している方が多くなっております。 

次に、恐れ入ります、３４ページをごらんください。３４ページから

は、４つの分野において、関係課の主な事業について掲載しております。 

最後に、４２ページでございます。計画の推進体制と評価についてで

ございますが、健康寿命の延伸を目指すためには、広範かつ多岐にわた

る取り組みを展開していかなければなりません。これらの取り組みを総

合的、効果的に進めていくために、町行政各分野が連携し、横断的に取

り組んでまいります。評価につきましては、斑鳩町健康増進計画の指標

を用いて、住民のニーズや社会情勢の変化、国の動向等に対応し、必要

に応じて見直しを行ってまいります。 

また、この計画を策定するに当たりましては、町民皆様に広く意見を

いただきたいと考えております。そこで、平成２９年１月４日から１３

日までの期間に、町ホームページや公民館、保健センターにおいて、パ

ブリックコメントを予定しております。 

以上で、（仮称）斑鳩町健康寿命延伸計画（案）についての報告とさ

せていただきます。 
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報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

平川委員。 

 

最後の４３ページの健康寿命の目標値なんですけど、のばすっていう

ことなんですが、この計画を策定するその一番最初の趣旨で今の現状の

年齢が書いてあるんですけれども、やはりその根幹にかかわるところか

なとは思うんですが、やはり数値として設定するのはなかなか難しいも

のなんでしょうか。 

 

 

 

そもそも、奈良県１位を目指してまいりたいということで考えており

ますので、数値を初めは考えたんですけれども、なかなかそう、１年、

２年っていうのがどうなのかなということもございましたので、のばす

ということで、奈良県１位を目指すと、その目標でやっていくよってい

うことでご理解いただければなと思っております。 

 

よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（７）第２期斑鳩町食育推進計画（案）について、理

事者の報告を求めます。 北健康対策課長。 

 

それでは、第２期斑鳩町食育推進計画（案）につきまして、ご報告さ

せていただきます。 

お手元の資料７をごらんいただけますでしょうか。 

この計画を策定するに当たりましては、関係団体及び関係機関であり

ます町栄養士会や町食生活改善推進員協議会、建設農林課、教育委員会
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事務局、福祉子ども課、長寿福祉課と、食育推進計画策定懇話会を３回

開催し，内容の検討をしてまいりました。 

それでは、計画書の２４ページをごらんください。第５章、食育推進

の取り組みといたしまして、ライフステージに応じた食育の取り組みに

ついてでございます。それぞれ６つのライフステージに基づきましてこ

の食育推進計画に取り組んでまいりたいと考えております。 

この計画につきましても、健康寿命延伸計画と同時期にパブリックコ

メントを予定しております。 

以上で、第２期斑鳩町食育推進計画（案）についての報告とさせてい

ただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。

ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは次に、（８）斑鳩町空き家総合対策事業（案）について、理

事者の報告を求めます。 植村総務部長。 

 

今般、空き家につきましての総合対策事業につきまして大筋の取りま

とめを行いましたので、資料８に沿いまして、その概要案をご説明いた

します。昨日の建設水道常任委員会と同様の内容でございます。 

まず、１点目の空き家の適正管理の促進についてでございます。 

そのうちの１点目、所有者への啓発でございますが、固定資産税の納

税通知書の送付時等にチラシを配布するとともに、町ホームページや広

報紙におきまして情報の提供を進め、空き家の管理について所有者の意

識の向上を図ってまいりたいと考えておりまして、平成２９年度から実

施する予定といたしております。 

２つ目は、空き家の相談会の開催でございます。ＮＰＯ法人と連携を

いたしまして、空き家の維持管理、賃貸、売買、活用方法など、空き家
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についての総合的な相談会を開催することといたしまして、平成２９年

度から実施したいと考えているところでございます。 

次に、大きな２番目でございます。老朽危険空き家の除却についてで

ございます。 

そのうちの１つ目の老朽危険空き家等の解体支援でございます。安全

管理や環境衛生上の問題がある空き家を自主的に解体される場合にその

解体費用の一部を助成しようとするものであり、平成２９年度から実施

したいと考えております。 

２つ目の空き家の跡地利用でございますが、安全管理や環境衛生上の

問題がある一定の条件を満たした空き家の解体につきまして、除却後の

土地を町に寄附することを条件に、町で解体工事を行おうとするもので

ございますが、これにつきましては、その実施に向けた検討を行ってま

いりたいと考えているところでございます。 

大きな３つ目といたしまして、空き家の利用促進についてでございま

す。 

そのうちのまず１点目、空き家活用促進改修の支援及び子育て世帯移

住促進の支援でございます。まず、空き家を居住目的で購入して改修す

る場合や、居住目的の賃貸を行うために改修する場合に、その改修費用

の一部について助成しようとするものでございます。また、居住者が子

育て世帯である場合、三世代で同居などする場合や転入者の場合は、助

成金を加算していこうというものでございまして、これは平成２９年度

から実施したいと考えているところでございます。 

２つ目の空き家の利用促進ということでございます。空き家を売却ま

たは賃貸しようとする場合、空き家に残された家財道具の処分費用の一

部について助成を行い、また、リユース可能な家財道具につきましては

町のイベント等で希望者に無料で譲渡し、その有効活用を図っていこう

とするものでございまして、これにつきましては、実施に向けた検討を

行ってまいりたいと考えております。 

３点目は、空き家バンクの創設についてでございます。空き家の利用

及び定住促進を目的に、空き家の利用を希望する方と町内に居住するこ
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とを希望する方に情報提供を行うための空き家バンクについて、その創

設を検討してまいりたいと考えているところでございます。 

裏面でございます。平成２９年度から実施を予定している、先ほど申

しました事業のうち、助成事業について、改めてまとめたものでござい

ます。 

まず、事業番号１につきましては、老朽危険空き家等解体の支援とい

うところでございますが、その老朽危険空き家等解体支援事業の補助金

といたしまして、１件当たり３０万円、上限でございますけれども、考

えているところでございます。 

次に、事業番号２の空き家活用促進改修の支援におきましては、空き

家活用促進改修支援事業の補助金といたしまして、１件当たり３０万円、

上限を考えているところでございます。 

最後に、３番目の子育て世帯移住促進の支援につきましては、上記２

番目の空き家活用促進改修支援事業補助金の対象者であって、かつ子育

て世帯等である場合は、同補助金の補助上限額の引き上げを行おうとす

るものでございます。また、引越し費用の一部を補助することにより支

援を行おうというものでございまして、その表にございますように、子

育て世代改修費加算では１件当たり２０万円、三世代同居あるいは近居

改修費の加算では１件当たり１０万円をそれぞれ加算、また、引越し費

用補助金といたしまして、１件当たり１０万円の助成を考えているとこ

ろでございます。 

なお、左端の欄、予算要求額と書いてあります金額欄につきましては、

予算の要求段階の数値でありますことはご了承いただきたいというふう

に思います。 

これら事業につきましては、今後、それぞれの担当課におきましてさ

らに詳細を詰めた上で、補助要綱等を整備をいたしまして、これら事業

費を当初予算に計上してまいりたいと考えておりますので、ご了承いた

だきますよう、よろしくお願い申しあげます。以上でございます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があれば、お受けいたします。 
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小村委員。 

 

この空き家バンクの創設なんですけども、たしか三郷町でもされてい

ると思うんですけど、三郷町での実績とかって、おわかりになりますか。 

 

申しわけございません。今、聞いておらない状況でございます。 

 

形態としては、三郷町と同じような形になると思うんですけど、ちょ

っと、これ、創設に当たって、三郷町でどういうところが問題点なのか

っていうところもまたしっかりと検討して、使いやすいものにとか、利

用者がふえるようにしていただけたらなと思います。そういう意味でも、

先進事例を尐し、ちょっと、挙げていただきたいなというふうに思いま

す。 

もう１点なんですけれども、この子育て世帯移住促進の支援、これに

関しても、三郷町、安堵町が、多分、僕の記憶なんですけど、安堵町も

されていたと思うんですけど、これについても、また、もし、今、実績

等の数字がないのであれば、またご報告いただけたらなと思うんですけ

れども。 

 

 

 

今、申しわけないんですけど、数値、持ち合わせていませんので、改

めてご報告させていただきます。 

 

まだ案ですので、どれぐらいの影響額が出るのかとか、対象に関して

は、今のところ、どう考えているんですかね。子育て世代と言いまして

も、何歳の子どもを持っているのかとかっていうところは。 

 

子育て世帯の想定なんですけども、中学生以下を持つ世帯というふう

に今のところは想定しているところでございます。 
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また、そうしたら、個人的にでも、三郷と安堵の比較等、また出して

いただけたらなと思いますので。 

 

よろしいですか。ほかはございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ちょっと私のほうからちょっとお聞きしたいんですけど、この解体に

かかわることなんですけど、これは、確認申請とっているところととっ

ていないところあるんですけど、こういう難しいのはまだ設定してへん

のかな。 池田副町長。 

 

建築確認の話ですけども、もう基本的に、建築確認以前の建物もござ

います。例えばもう昭和の初期のありますので、ですからもう基本的に

は、建築確認の有無というのはもう問わないということでどの市町村も

やっておられます。そうでないと、そうしたら大正の終わりに建った建

物、それこそ老朽建物になってまいりますので、それは有無は問わない、

これはもう基本です。 

 

もう１点だけね。ちょっと打ち合わせのときも聞いたんですけど、農

家住宅に対して、もし解体して斑鳩町が取得するとなったときに、農家

住宅の建てるところいうたら、多分調整やと思うんですけど、それを町

が所有したら売却できないとは思うんですけどね、農家住宅やったらで

きるかわからへんけど。その農家住宅に対しての取り扱いっていうのは、

まだ決まっていないですかね。 

 

農家住宅云々より、ここにも書いていますように、実施に向けて検討

となっておりますわね。やはりよくされておりますのは、言いましたよ

うに、それを、寄附をもうてすぐ売却、こんなんやったら、もともとそ
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の人、売らはったらええわけですやんか。ですから、やはりその自治会

で管理をされると、自治会で何らかの形で公的に利用されるということ

が前提となりますので、そこが限定になってまいりますので、農家住宅

云々ということは議論にはなってこないです。あくまでも、それをあと

自治会でどういうふうに利用されるということですので、売却を前提と

しておりませんので。これはご理解いただきたいと思います。 

 

ほか、ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、なければ、理事者側から報告しておくことはございません

か。 浦野住民課長。 

 

住民課のほうから、１点ご報告させていただきます。証明書等コンビ

ニ交付サービスの開始日に当たります来年２月１日の午前１０時から、

セブン－イレブンハートインＪＲ法隆寺駅南口店におきまして、町長が、

店内のマルチコピー機でマイナンバーカードを利用して住民票を実際に

取得されるセレモニーの実施を予定しておりますので、ご報告させてい

ただきます。以上でございます。  

 

ほかに報告することはございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

報告が終わりましたので、質疑・意見があれば、お受けします。よろ

しいですか。 

 

（ な  し ） 
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ないようですので、これをもって、各課報告事項についても終わりま

す。 

次に、４番目として、その他について、各委員から質疑、ご意見があ

れば、お受けいたします。ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって、その他についても終わります。 

それでは、継続審査案件について、お諮りいたします。 

お手元に配布しております申出書のとおり、当委員会として引き続き

調査を要するものとしてこのように決定することにご異議ございません

か。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただくよう、よ

ろしくお取り計らいをよろしくお願いします。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会に当たり、町長の挨拶をお受けいたします。 

小城町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 
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委員長 これをもって、厚生常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後０時０２分 閉会） 

 


